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   第 ６ 回   熊本県議会    総務常任委員会会議記録 

 

平成21年10月５日(月曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時45分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成21年度熊本県一般会計補

正予算（第４号） 

議案第２号 平成21年度熊本県市町村振興

資金貸付事業特別会計補正予算（第１

号） 

議案第５号 熊本県職員等退職手当支給条

例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第６号 熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第７号 くまもと県民交流館条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第16号 財産（物品）の取得について 

報告第４号 公立大学法人熊本県立大学の

経営状況を説明する書類の提出について 

報告第５号 フィッシャリーナ天草株式会

社の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

報告第６号 財団法人熊本県立劇場の経営

状況を説明する書類の提出について 

報告第７号 天草エアライン株式会社の経

営状況を説明する書類の提出について 

報告第23号 平成20年度決算に基づく熊本

県の財政の健全化判断比率及び公営企業

の資金不足比率の報告について 

報告第24号 平成20年度公立大学法人熊本

県立大学業務実績評価について 

 請第29号 私学助成に関する意見書の提出

を求める請願 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

① 「熊本県行政文書等管理のあり方検討

委員会」について 

② 平成20年度熊本県普通会計決算の概要 

 ③  政令指定都市・市町村合併の推進につ 

    いて 

  ④  川辺川ダムに関する最近の状況につい 

    て 

  ⑤  平成20年度肥薩おれんじ鉄道株式会社 

    の経営状況 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 田 代 国 広 

委  員 鬼 海 洋 一 

委  員 竹 口 博 己 

委  員 馬 場 成 志 

委  員 大 西 一 史 

委  員 中 村 博 生 

         委  員 内 野 幸 喜 

――――――――――――――― 

欠席委員（なし）            

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総合政策局 

                  局 長 安 倍 康 雄 

     総括審議員兼次 長 黒 田   豊 

    首席政策審議員兼      

      企画調整課長 神 谷 将 広 

             政策調整監  坂 本      浩 

               秘書課長 向 井 康 彦 

        広報課長 濱 名 厚 英 

 総務部 

         部 長  松 山 正 明 

         次 長 瀬 口   豊 
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         次 長 田 崎 龍 一 

            危機管理監  富 田 健 治 

        人事課長 豊 田 祐 一 

      総務事務センター長  高 嶋 裕 治 

    首席総務審議員兼 

           私学文書課長 広 崎 史 子 

        首席総務審議員兼 

        財政課長 田 嶋   徹 

        管財課長 松 田 良 治 

               税務課長 佐 藤 幸 男 

          市町村総室長  楢木野 史 貴 

   市町村総室副総室長  五 嶋 道 也 

   危機管理・防災消防 

         総室長 若 杉 鎭 信 

   危機管理・防災消防 

      総室副総室長 佐 藤 祐 治 

   男女参画・協働推進 

          課長 中 園 幹 也 

 地域振興部 

         部 長 坂 本      基 

          次 長  松 見 辰 彦 

         次 長 河 野   靖 

       地域政策課長 小 林 弘 史 

 川辺川ダム総合対策課長  古 里 政 信 

      情報企画課長 松 永 康 生    

首席政策審議員兼 

           文化企画課長 山 野 陽 一 

         交通対策総室長  髙 田 公 生 

  交通対策総室副総室長 田 代 裕 信 

           統計調査課長  佐 伯 康 範 

 出納局 

            会計管理者兼 

           出納局長 宮 田 政 道 

             会計課長  田 上   勲 

            管理調達課長 清 田 隆 範 

 人事委員会事務局 

         局 長 中 村 和 道 

      首席総務審議員兼          

         総務課長 田 中   明 

              公務員課長 松 見   久 

 監査委員事務局 

         局 長 林 田 直 志 

       首席監査審議員兼 

                  監査監 藤 川    昭 

         監査監 柳 田  幸 子 

                  監査監 山 中 和 彦 

 議会事務局 

                  局 長 井 川 正 明 

                次 長 高 橋 雄 二 

       首席総務審議員兼 

            総務課長 吉 良  洋 三 

                議事課長 東    泰 治 

      政務調査課長 船 越 宏 樹 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 徳 永 和 彦 

   政務調査課課長補佐  後 藤 勝 雄 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○森浩二委員長 それでは、ただいまから第

６回総務常任委員会を開会いたします。 

 まず、今回付託された請第29号について、

提出者から趣旨説明の申し出があっておりま

すので、これを許可したいと思います。 

 請第29号についての説明者を入室させてく

ださい。 

  （請第29号の説明者入室) 

○森浩二委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いします。 

  （請第29号の説明者の趣旨説明) 

○森浩二委員長 趣旨はよくわかりました。

後で審査しますので、本日はこれでお引き取

りください。どうもお疲れさまです。 

  （請第29号の説明者退室) 

○森浩二委員長 次に、６月の委員会以降に

人事異動があっておりますので、自席から自

己紹介をお願いいたします。 

  （地域振興部長自己紹介) 

○森浩二委員長 次に、本委員会に付託され
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た議案等を議題とし、これについて審査を行

います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 それでは、総務部長、総括説明をお願いし

ます。 

 

○松山総務部長 今回提案いたしております

議案の概要について御説明を申し上げます。 

 まず、今回の一般会計補正予算につきまし

ては、第１号議案として、６月補正予算の成

立後において詳細が判明いたしました経済対

策に伴う基金の造成、活用等の経費を176億

円、県税過誤納還付金や災害関係等の通常分

を84億円計上いたしております。 

 これによりまして、９月補正予算は約260

億円の増額補正となり、補正後の平成21年度

予算規模は約8,255億円ということになりま

す。 

 また、特別会計は２億400万円、企業会計

は1,500万円の増額補正となっております。 

 このほか、熊本県職員等退職手当支給条例

等の一部を改正する条例等の条例案件等につ

きましても、あわせて御提案、御報告申し上

げております。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、詳細な内容

及び条例等議案につきましては各課長、総室

長からそれぞれ御説明申し上げますので、よ

ろしく御審議いただきますようお願いいたし

ます。 

 

○森浩二委員長 次に、財政課長から、平成

21年度９月補正予算の概要等について説明を

お願いします。 

 

○田嶋財政課長 財政課でございます。１ペ

ージをお願いします。 

 平成21年度９月補正予算の概要ですけれど

も、１ページは、総務部長の説明と重複いた

しますので、割愛させていただきます。 

 次に、２ページをお願いします。 

 ２ページから３ページにかけて、歳入予算

の内訳を示しております。 

 その主なものは、７の分担金及び負担金で

すが、これは公共投資の追加に伴う市町村負

担金８億4,000万円余でございます。 

 次に、経済対策に伴う９の国庫支出金が約

152億円、さらに、経済対策として造成しま

した基金からの繰入金が約48億円、15の県債

は約15億5,000万円となっております。 

 次に、４ページをお願いします。 

 ４ページから５ページにかけて、歳出予算

の内訳を示しております。 

 その主なものは、１の一般行政経費で、こ

れにつきましては、先ほど御説明しました県

税過誤納金や経済対策に伴う市町村への助成

でございますが、約107億円、２の投資的経

費で約153億円余となっております。それぞ

れ説明欄に補正額に係る主な事業を記載して

おります。 

 次に、６ページをお開きください。 

 地方債の補正で、補正の内訳でございます

が、先ほど歳入のところでお話ししましたよ

うに、約15億5,000万円の増となっておりま

す。 

 以上が９月補正予算の概要でございます。 

 次に、７ページをお願いします。 

 ８月20日に専決いたしました８月補正予算

の概要でございます。ソーラー普及拡大に要

する経費について、１億6,200万円の増額を

行いました。 

 以上、よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

 

○森浩二委員長 次に、関係課長から順次説

明をお願いします。 

 

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま
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す。資料の９ページをお願いいたします。 

 １段目、文書費80万円余につきましては、

知事部局における文書の作成、保存、廃棄に

至る文書管理のあり方について検討を行いま

す熊本県行政文書等管理のあり方検討委員会

の運営経費でございます。10月３日に開催い

たしましたが、後ほど御報告をさせていただ

きます。 

 ２段目、私学振興費につきましては、3,00

0万円の増額をお願いしております。 

 説明欄(1)私立幼稚園緊急環境整備事業

は、平成21年度の安心こども基金を財源とい

たしまして、私立幼稚園における幼児教育の

質の向上のために、緊急整備経費の補助をす

るものでございます。 

 (2)及び(3)につきましては、平成21年度の

高等学校授業料減免事業の臨時特例交付金に

関する要綱が制定されましたことに伴い、財

源更正をするものでございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。 

 

○佐藤税務課長 税務課でございます。資料

の10ページをお願いいたします。 

 当課では、補正予算と債務負担行為の変更

のお願いをいたしております。 

 まず、上段の予算のうちの税務総務費でご

ざいますが、今議会開会日に先議で議決され

ました熊本市と城南町、植木町の合併などに

伴いまして、県税オンラインシステムの改修

が必要となりまして、その経費として2,777

万円余の補正をお願いするものでございま

す。 

 次に、賦課徴収費でございます。 

 この中で法人事業税の確定申告に伴います

中間納付の還付等のため、県税過誤納還付金

を当初予算で24億700万円余計上しておりま

したが、景気悪化により還付が増加すること

が明らかになりまして、38億500万円余の補

正をお願いするものでございます。なお、補

正後の予算額は合計で62億1,200万円余とな

ります。 

 次に、下段の債務負担行為でございます

が、先ほど説明いたしました県税オンライン

システムの改修経費につきましては、熊本市

の合併が３月23日であり、改修の業務委託が

年度をまたがる必要があるなどにより、平成

22年度で1,383万8,000円の債務負担行為の変

更増額をお願いするものでございます。 

 以上でございます。よろしく御審議をお願

いいたします。 

 

○楢木野市町村総室長 市町村総室でござい

ます。資料の11ページをお願いいたします。 

 上段、自治振興費４億830万円の補正を上

げております。 

 これは、右の説明欄に記載しておりますけ

れども、市町村合併支援交付金等の増でござ

います。内容は、今県議会でさきに議決いた

だきました熊本市と城南町、熊本市と植木町

の合併に伴いまして、県の合併支援プランに

基づく市町村支援交付金をそれぞれ２億円ず

つ、計４億円、また、合併旧法で合併しまし

た市町村に対して交付しております市町村合

併特別交付金について、天草市分を830万

円、これは昨年度、平成20年度交付決定額が

減額された分ですけれども、これを計上して

おるものでございます。 

 下段の一般会計繰出金２億415万円につき

ましては、上段で御説明しました自治振興費

の財源に充当するため、熊本県市町村振興資

金貸付特別会計から一般会計に全体の半額を

繰り出すものでございます。 

 市町村総室分は以上でございます。よろし

く御審議をお願いいたします。 

 

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。13ページの上段をお願いいたします。 

 計画調査費でございますが、離島振興対策

事業といたしまして、国土交通省の離島体験
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滞在交流促進事業費補助金を活用し、天草市

が行います御所浦島開発総合センターのバリ

アフリー化工事等に要する経費として、1,30

0万円余の増額補正をお願いいたしておりま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 説明資料の

13ページ、下段をお願いしたいと思います。 

 今回、計画調査費として1,843万1,000円の

増額補正をお願いしております。 

 これは、右の説明欄に上げておりますが、

村と県が共同で策定いたしましたふるさと五

木村づくり計画に掲げます村の事業経費に充

てるための交付金として計上するものでござ

います。 

 当初予算では、2,000万円を確保しており

ますが、契約が確定し、交付金の見込み所要

額が2,000万円を超える額になりましたの

で、今回補正をお願いするものでございま

す。 

 なお、財源をその他としておりますが、五

木村振興基金から取り崩して充てることとし

ております。 

 以上でございます。 

 

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。14ページの上段をお願いいたします。 

 計画調査費としまして４億5,400万円余の

増額補正をお願いしております。 

 これは、説明欄に記載しておりますとお

り、情報通信格差を是正するため、市町村が

実施いたします携帯電話基地局整備事業に対

して県が補助を行うものでございます。６月

補正後に市町村から追加要望のあった分を計

上させていただいております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○髙田交通対策総室長 交通対策総室でござ

います。説明資料の14ページの下段をお願い

いたします。 

 計画調査費で1,680万円の増額補正をお願

いしております。空港整備促進費でございま

す。 

 阿蘇くまもと空港直轄事業負担金というこ

とに関しまして、国の追加経済対策として、

国の直轄事業の前倒しによる阿蘇くまもと空

港における滑走路の照明施設の改良工事につ

きまして、県の負担分1,680万円の増額補正

をお願いするものでございます。 

 なお、これにつきましては、地方負担分を

軽減する補正予算債を活用することとしてお

ります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○吉良議会事務局総務課長 議会事務局でご

ざいます。資料の15ページをお願いいたしま

す。 

 議会インターネット映像配信業務委託に係

る債務負担行為の設定でございます。 

 当該業務につきましては、カメラ２台の増

設と、質問者や答弁者の氏名、質問項目等の

テロップの挿入及び手話通訳を取り入れたイ

ンターネット配信等を12月議会から運用する

もので、そのため今回債務負担行為の設定を

お願いするものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。 

 第５号議案熊本県職員等退職手当支給条例

等の一部を改正する条例につきまして、16ペ

ージから30ページにかけてでございますが、

資料の31ページで御説明いたします。31ペー

ジをお開き願います。 

 まず、１の改正の趣旨でございますが、国

におきまして、公務員の不祥事等の発生を踏

まえまして、従来の退職手当制度では返納命

令等ができない場合、具体的には、括弧にご
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ざいますが、退職手当支給後に在職中の懲戒

免職処分に相当する非違行為が発覚いたしま

しても、現行は、禁固以上の刑に処せられな

い限り、返納を命じることができない場合で

ありますとか、２にありますが、在職中に懲

戒免職処分に相当する非違行為があった場合

でも、処分前に職員が死亡した場合には遺族

に退職手当を支給することとなる、こういっ

た場合の問題の対応について検討されまし

て、国家公務員退職手当法の改正につきまし

て、その法律がことしの４月１日から施行さ

れたところでございます。 

 県といたしましても、退職手当制度の一層

の適正化を図るという法改正の趣旨を踏まえ

まして、国に準じた制度改正を行うものでご

ざいます。 

 ２の今回改正する条例でございますが、一

般職、特別職を問わず、退職手当が支給され

るすべての職員を対象としておりまして、５

本の条例を一括して改正するものでございま

す。 

 ３の主な改正内容についてですが、大きく

３点ございます。 

 １点目は、退職後の返納及び支給制限の要

件の拡大でございます。 

 現行では、退職後は、禁固以上が確定した

場合を除き、支給制限、返納命令はできませ

んが、改正後におきましては、退職後に在職

期間中の懲戒免職処分を受ける行為があった

と認めた場合につきましては、退職手当の返

納、支払い前であれば支給制限を命ずること

ができるということにするものでございま

す。 

 ２点目は、遺族等に対します返納及び支給

制限処分の創設でございます。 

 現行制度では、遺族等に対しましては、支

給制限、返納命令はできませんが、今回の改

正で、職員が死亡しているときに、遺族等に

対しても、退職手当の返納、支払い前であれ

ば支給制限を命ずることができるとするもの

でございます。 

 ３点目は、人事委員会への諮問についてで

ございます。 

 今回の制度改正に当たりましては、支給制

限や返納命令等の処分を受ける者の権利保護

を図る観点から、懲戒免職処分相当の判断で

ありますとか、支給制限等を行う際には、事

前に第三者機関であります人事委員会に諮問

するということにするものでございます。 

 ４の施行期日につきましては、公布の日か

ら施行することとしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○田嶋財政課長 財政課でございます。 

 32ページから34ページにかけまして、手数

料条例の一部を改正する条例について記載し

ております。説明につきましては、35ページ

の条例(案)の概要に沿って御説明させていた

だきます。 

 まず、１番目の条例改正の趣旨でございま

すが、これは、銃砲刀剣類所持等取締法の一

部改正などに伴い、手数料の新設等を行うも

のでございます。 

 ２番の主な改正内容をごらんください。 

 １番目としましては、新たに手数料８項目

を設けます。①から⑥までは、銃砲刀剣類所

持等取締法の改正によるものでございます。

⑦は、土壌汚染対策法の改正により、汚染土

壌の処理業に係る許可申請手数料を新設する

ものです。⑧は、農林水産省提示の家畜の病

性鑑定マニュアルの改定により、検査手数料

に遺伝子学的検査の項目を加えるものでござ

います。 

 次に(2)ですが、銃砲刀剣類の所持許可等

に関する手数料６項目について、額の改定を

行います。これらは、ストーカー行為を行っ

た者など、欠格事由の追加に伴い審査事務が

増加するため、改定を行うものでございま

す。 
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 ３番目の施行期日につきましては、法改正

に基づくものにつきましては、その施行日に

合わせ、それ以外のものは公布の日から施行

することとしております。 

 ４番のその他として、今回新設される手数

料を県の収入証紙で収入するため、収入証紙

条例の一部改正をあわせて行うこととしてお

ります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。説明資料の36、37

ページをお願いします。 

 くまもと県民交流館条例の一部を改正する

条例でございます。37ページの概要で御説明

いたします。 

 まず、条例改正の趣旨でございますが、県

民交流館の指定管理者による管理を拡大する

ために関係規定の整備をするものでございま

す。 

 ２の改正内容についてでございますが、既

に指定管理者制度を導入済みの物産等振興施

設以外の部分に、同制度の導入を図るための

関係規定の整備でございます。指定管理者に

よる管理の拡大及び会議室等の使用に関し

て、利用料金制度の導入のための規定の整備

を行うものでございます。 

 また、通常料金の２倍の使用料を徴する営

利的使用について、具体的に規則で規定する

ために、条例に委任規定を加えるものでござ

います。 

 施行日は、平成22年４月１日といたしてお

ります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 資料の38ページの第16号議案財産(物品)の

取得について御説明いたします。 

 これは、県庁と各地域振興局とを光ファイ

バーで結ぶ熊本県総合行政ネットワークの再

構築に伴い、高速通信機器を取得するもので

ございます。なお、取得のための予算につき

ましては、今年度当初予算で計上させていた

だいております。 

 本年８月13日に一般競争入札を実施し、富

士通株式会社熊本支店が２億3,310万円で落

札しております。同社とは、８月26日に仮契

約を締結しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。 

 資料39ページ、報告第４号公立大学法人熊

本県立大学の経営状況を説明する書類の提出

についてでございます。 

 あわせて、資料44ページ、報告第24号平成

20年度公立大学法人熊本県立大学業務実績評

価につきましても、関連報告でございますの

で、あわせて御報告いたします。 

 まず、経営状況につきまして、別冊、お手

元に配付しております公立大学法人熊本県立

大学の経営状況を説明する書類に基づいて御

説明を申し上げます。１ページをお開きくだ

さい。 

 大学の概要でございます。 

 平成18年４月１日に、公立大学法人熊本県

立大学として設立をされました。大学の概要

といたしましては、３学部、３研究科を設置

しております。学生数は、学部、大学院を合

わせまして2,241人、教員数92人、事務職員3

5人となっております。 

 次に、法人の決算状況について御報告いた

します。３ページをお開きください。 

 事業報告ということで載せておりますが、

後ほど御説明します業務実績評価であわせて

御説明を申し上げます。 

 財務諸表といたしまして、６ページと７ペ

ージをごらんください。 
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 貸借対照表、損益計算書を掲げておりま

す。７ページ、損益計算書をごらんくださ

い。 

 一番下の欄、当期総利益として6,671万1,4

53円となっております。これは、各種経費の

効率的な執行と入学者が見込み数より上回っ

たことによる利益でございます。この当期総

利益につきましては、教育、研究の質の向上

の改善等の使途に充てるということで、知事

の承認を受けております。 

 これらの財務諸表につきましては、法人監

事の監査を経ており、また、知事の附属機関

でございます公立大学法人評価委員会からも

適当であるとの意見を得まして、知事の承認

を平成21年８月12日付で受けております。 

 次に、今年度の事業計画でございます。８

ページをお開き願います。 

 もっこすプラン2009に基づきまして、法人

が重点的に実施するとした事項について記載

しております。詳細は説明を省略させていた

だきます。 

 予算といたしましては、10ページに、平成

21年度収支予算書を掲げております。 

 予算規模、総額23億6,000万円余で、財源

といたしましては、授業料収入のほかに、県

が交付する運営費交付金が９億3,900万円余

となっております。 

 引き続き、別冊、報告第24号について御報

告をいたします。お手元の熊本県立大学業務

実績評価書をごらんください。 

 地方独立行政法人法の規定によりまして、

法人は、毎年度、知事の諮問機関である評価

委員会の評価を受けなければならないとされ

ております。評価委員会は、その評価結果を

知事に報告し、知事は、その旨を議会へ報告

することとされております報告でございま

す。 

 全体の評価につきまして、３ページをごら

んください。 

 本年度の取り組みについては、中期計画を

踏まえた年度計画を着実に進めていると認め

られるという評価がなされました。 

 項目別の評価について、４ページ以降に記

載してございますが、６ページ以降の業務運

営、財務内容などの各項目につきましても、

それぞれ四角で囲っておりますように、すべ

て年度計画を順調に実施しているとの評価が

行われております。 

 特に、今年度、委員から御指摘がございま

したのは、管理栄養士の国家試験につきまし

ては、新卒の合格率89.5％と、全国平均74.2

％を大きく上回った実績を上げていること、

また、地域貢献事業につきましても、多くの

実績を上げていることなどが指摘をされまし

た。 

 公立大学法人熊本県立大学につきまして

は、法人化後３回目の決算を行いましたが、

その業務運営につきましては、おおむね順調

に運営が行われているものと考えておりま

す。 

 以上、御報告でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。資料40ページをお願いいたします。 

 報告第５号議案フィッシャリーナ天草株式

会社の経営状況を説明する書類の提出につい

て御説明をいたします。 

 恐れ入りますが、別冊資料にて説明させて

いただきたいと思います。１ページをまずご

らんいただきたいと思います。 

 まず初めに、平成21年７月１日現在でのフ

ィッシャリーナ天草株式会社の会社概要につ

いて御説明をいたします。 

 フィッシャリーナ天草株式会社は、天草海

洋リゾート基地建設構想に位置づけられまし

た樋合島リゾート整備の事業主体といたしま

して、平成５年１月に設立され、平成９年４

月に開業し、上天草市におきましてマリーナ

の運営や各種マリンスポーツ教室などの開催
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を主な事業としているところでございます。 

 資本金につきましては、２の(3)に記載の

とおり、３億3,500万円でございます。 

 ３の役員体制についてでございますが、平

成17年度より、県出資団体に対する関与見直

しの一環といたしまして、代表取締役社長を

県の副知事から地元上天草市長に交代をして

おりまして、現在は川端上天草市長が社長を

務めておるところでございます。 

 株主の状況といたしましては、２ページ下

段の６にございますとおり、熊本県、上天草

市等７者であり、熊本県所有の株式数は3,40

0株で、全株式の50.7％でございます。な

お、昨年12月には、県所有の株式100株を、

ボートの販売、修理を行います株式会社マス

ターマリンに対し売却して、同社が新たに経

営に参画したところでございます。 

 続きまして、会社の経営状況について御説

明いたします。資料の３ページをお願いいた

します。 

 まず、平成20年度決算についてでございま

すが、県内のプレジャーボートの登録隻数が

減少を続けている非常に厳しい経営環境の中

ではございますが、マリン商品取扱店との連

携強化やメンテナンスサービス等の充実によ

り、保管艇確保に努め、本年３月末の保管隻

数は91隻確保されたところでございます。 

 また、フィッシャリーナ天草株式会社は、

県の施設でございます樋合漁港漁港利用調整

施設の指定管理者といたしまして、当該施設

の管理、運営を行いますほか、樋合海水浴場

にあります海の家の管理、運営を上天草市か

ら受託し、休憩施設、マリンスポーツ機材レ

ンタル等の関連事業を実施するほか、クラブ

ハウスを活用したジャズコンサートなどに協

力し、地域の魅力づくりに取り組んでいると

ころでございます。 

 次に、４ページに収支決算書を記載いたし

ております。 

 平成20年度の売上高は9,177万円余、当期

損失は1,046万円余となっております。ま

た、収支決算書には記載されておりません

が、当期損失のうち減価償却費が1,076万円

余を占めており、営業のキャッシュ・フロー

ベースでは29万円余の減価償却前黒字を確保

し、平成18年度から３期連続で減価償却前黒

字を確保している状況でございます。 

 ５ページには、貸借対照表の方を記載いた

しております。 

 主な資産といたしましては、現金及び預金

が9,370万円余、構築物等の有形固定資産が

6,647万円余でございます。負債につきまし

ては、長期借入金はございません。 

 累計赤字(当期未処分損失)は２億222万円

余となっております。このうち１億4,759万

円余は減価償却累計分が占めております。 

 財産目録につきましては、６ページに記載

のとおりでございます。 

 続きまして、７ページをお願いいたしま

す。 

 平成21年度の事業計画につきまして御説明

いたします。 

 引き続き、マリーナの経営環境は厳しいも

のがございますが、マリン商品取扱店との連

携強化やほかのマリーナに対する競争力の強

化を進めるなど、新規保管艇の確保に会社と

して全力を挙げるなど、営業活動をさらに強

化していくことといたしております。 

 また、会員制レンタルボート事業の拡大な

どにより、顧客層のすそ野を広げますととも

に、クラブハウスなどを有効活用してイベン

ト等を誘致することにより、マリーナへの集

客力の拡大を図ることといたしております。 

 次に、８ページに収支予算書を記載してお

ります。 

 平成21年度は、新規保管艇の確保により売

り上げの増を図ることとしており、減価償却

前のキャッシュ・フローベースでの単年度収

支では、平成18年度から達成いたしておりま

す減価償却前黒字額の拡大を目指します。具
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体的には、保管艇数の目標を94隻とし、減価

償却前利益の目標は119万円余の黒字を目標

といたしております。また、減価償却費とい

たしましては、984万円余の当期損失が見込

まれているところでございます。 

 なお、今年度に入り、全国６カ所でマリー

ナの運営を行っております株式会社ウェルポ

ートジャパンというところから、経営参画し

たい旨の申し出がございましたので、当該企

業に対し、県と上天草市の株式の一部を売却

し、経営参画させることで進めておるところ

でございます。 

 フィッシャリーナ天草株式会社につきまし

ては、今後とも民営化を視野に入れながら、

他の出資者との協議を重ね、県の関与の縮小

を図ってまいりたいと考えております。 

 以上、よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

 

○山野文化企画課長 文化企画課でございま

す。 

 説明資料の41ページ、報告の第６号でござ

いますが、説明につきましては、お手元の別

冊、財団法人熊本県立劇場の経営状況を説明

する書類により御報告申し上げます。 

 御承知のとおり、財団法人熊本県立劇場

は、指定管理者として県からの委託を受けま

して、コンサートホール、演劇ホール等の管

理、運営や使用料の収納を行うとともに、各

種の文化事業を実施いたしております。 

 まず、１ページをお開き願います。 

 20年度の事業報告でございます。 

 最初に、業務の中の大部分を占めておりま

す指定管理者としての業務について報告をい

たします。 

 １、管理運営業務のうち(1)施設、附属設

備、駐車場等の管理及び供用と、(2)文化事

業の実施につきましては、熊本県立劇場の管

理運営に関する協定書に基づきまして、委託

料４億900万円余によりまして実施をいたし

ております。なお、委託料は、前年度に比べ

まして1,000万円の減でございます。 

 次に、２の使用料の収納業務でございます

が、県立劇場の施設、附属設備等の使用料が

１億6,000万円余、それから駐車場の収入が

9,100万円余、合わせまして２億5,200万円余

の収入がございました。収入額につきまして

は、前年度と比較いたしまして約400万円余

の増となっております。 

 ３の施設の利用状況でございますが、３ペ

ージの別表１に掲げております。 

 ３ページの表の一番下の右から３列目に全

体の利用状況を記載しております。コンサー

トホール、演劇ホール、大会議室を合わせま

して、平均で76.6％の利用率となっておりま

す。前年度と比較いたしまして、0.9％の増

というふうになっております。 

 また１ページにお戻りいただきたいと思い

ます。 

 一番下の４の文化事業でございますが、

(1)舞台芸術を中心とした芸術文化に係る人

材の育成事業、それから、２ページになりま

すけれども、(2)文化団体等とのネットワー

クの構築及び活動支援、(3)多様な舞台芸術

の鑑賞機会の提供、(4)これらに伴います広

報事業等も実施いたしております。事業の詳

細につきましては、４ページから７ページに

掲げております。 

 次に、指定管理業務以外も含めました財団

の全体の平成20年度の収支決算の状況につい

て御説明いたします。８ページをお願い申し

上げます。 

 平成20年度収入支出計算書でございます

が、収入合計は４億7,500万円余、支出合計

は４億7,200万円余となっておりまして、収

支差額の910万円余が次期繰越金となってお

ります。 

 続きまして、９ページに正味財産増減計算

書、それから10ページに貸借対照表、それか

ら11ページに財産目録を掲げております。 
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 以上が平成20年度の事業概要及び決算の状

況でございます。 

 次に、平成21年度の事業計画及び予算につ

いて御説明を申し上げます。13ページをお開

きいただきたいと思います。 

 平成21年度事業計画でございますが、平成

21年度は県立劇場の第２期指定管理者の１年

目に当たりますが、１の管理運営業務を行い

ますとともに、２の文化事業につきまして

は、(1)人材育成の事業、次のページになり

ますけれども、(2)地域の公立文化ホールの

支援事業、さらに、15ページになりますけれ

ども、(3)の伝統芸能の継承・発展支援事

業、(4)鑑賞機会の提供、(5)芸術文化に触れ

る機会の提供、(6)財団独自の文化事業等を

実施いたします。事業の詳細につきまして

は、17ページに記載をいたしております。 

 最後に、18ページでございます。 

 平成21年度収入支出予算書でございます。 

 収入、支出ともに４億6,000万円余でござ

いまして、平成20年度予算に対しまして約３

％の減となっております。 

 以上、財団法人熊本県立劇場の経営状況に

ついて御報告申し上げました。よろしくお願

い申し上げます。 

 

○髙田交通対策総室長 交通対策総室でござ

います。 

 資料42ページ、報告第７号、天草エアライ

ン株式会社の経営状況につきまして報告をさ

せていただきます。 

 お手元の別冊、天草エアライン株式会社の

経営状況を説明する書類により説明申し上げ

ます。１ページをお開き願います。 

 まず、事業報告についてでございます。 

 平成20年８月末に、利用率が低迷しており

ました松山線を廃止し、新たに９月から神戸

線が就航し、これに伴い、天草―福岡線を１

日４往復から３往復に、天草―熊本線を１日

２往復から１往復にそれぞれ減便し、運航の

効率化を図りました。 

 路線見直しに加え、機材の重整備が重なる

とともに、昨年夏の梅雨時の悪天候が続いた

ことから、運航便数が減少いたしました。そ

の結果、利用者数は、前年度、平成19年度よ

り１万1,003人減少したものの、提供座席数

が前年度より２万7,612席減少したことによ

り、利用率は前年度を上回る50.3％となりま

した。 

 ２ページ及び３ページをお開き願います。 

 会社概要を記載しております。 

 本年６月末の株主総会で、代表取締役社長

として、新たに日本航空出身で整備部門の経

験が長く、また熊本支店長の経験がある奥島

透氏がついておられるところでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 収支決算書につきまして説明申し上げま

す。 

 平成20年度の売上高は７億3,949万円、う

ち旅客収入は６億4,537万円でございます。

一方、営業費用のうち売上原価は９億7,524

万円余、販売費及び一般管理費は8,924万円

となり、その結果、営業損失が３億2,499万

円となりました。 

 なお、県及び天草地域２市１町からの機材

維持費補助金の特別利益２億3,507万円余を

受けたことにより、税引き後の当期損失は9,

516万円となりました。 

 ５ページをお願いいたします。 

 貸借対照表を記載しております。 

 まず、資産の部ですが、流動資産は、主に

現金、預金や機材部品の貯蔵品などで２億3,

430万円余です。また、固定資産は、部品庫

の建物や航空機などで１億3,919万円余で

す。 

 さらに、繰延資産としまして、平成20年度

の神戸線新規開設などに伴う経費を開発費と

して572万円を計上しております。 

 次に、負債の部の合計は３億6,320万円余

となっております。 
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 また、純資産の部の合計は1,601万円余と

なっているところでございます。 

 ６ページは、財産目録となっております。 

 続きまして、平成21年度事業計画について

説明申し上げます。資料の７ページをお願い

いたします。 

 本年度も、安全運航を第一義に、定時性及

び利便性の確保に努めるとともに、景気悪

化、天草地域の人口減少などに伴う航空需要

の減退や運航コストの増大により、引き続き

厳しい経営環境が見込まれるところでありま

すが、観光客などの集客に努めるなど、増収

を目指してまいります。 

 営業担当職員を今月から合計３名にふや

し、旅行商品の造成を働きかけて営業活動を

展開するとともに、65歳以上の方や若年層を

対象とした割引運賃の導入を行うなどして、

収益改善を図ってまいります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 平成21年度の収支予算書につきまして説明

申し上げます。 

 平成21年度の売上高は７億9,400万円と、

昨年度より増加を見込んでおりますが、機材

重整備などの状況にかんがみ、営業損失を１

億5,400万円と見込んでおります。なお、機

材整備につきましては、県及び天草地域２市

１町が協調して２億2,400万円を補助し、当

期損益では約6,600万円の利益を見込んでい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○田嶋財政課長 財政課でございます。次

に、43ページをお願いします。 

 報告第23号平成20年度決算に基づく熊本県

の財政の健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率の報告について御説明いたします。 

 この健全化判断比率につきましては、監査

委員の審査に付し、その意見をつけて議会に

報告しなければならないとされていることか

ら、今回御報告申し上げるものでございま

す。 

 それでは、別冊資料をお願いいたします。

まず、１ページでございます。 

 １に、健全化判断比率としまして、実質赤

字比率以下４つの指標が並んでおりますが、

これらは自治体の財政の健全性を図る資料で

ございます。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率につき

ましては、実質赤字が生じておりませんの

で、該当ございません。また、実質公債費率

は13.0％で、昨年度に比しまして0.7％の悪

化、将来負担比率につきましても231.8％

で、前年度に比しまして5.6％悪化しており

ます。 

 次に、２の資金不足比率ですが、これは公

営企業の経営状況を図る指標です。 

 本県の各公営企業会計では、資金不足は生

じておりませんので、該当ございません。 

 以上が平成20年度決算に基づく本県におけ

る健全化判断比率等の算定結果であり、いず

れも早期健全化基準、財政再生基準に該当す

るものはございませんでした。 

 なお、資料の２ページ目以降に、監査委員

の審査意見をつけておりますが、健全化判断

比率、資金不足比率のいずれにつきまして

も、適正に算定、作成されているものと認め

られたとの意見をいただいております。 

 しかしながら、本県の財政状況は、経常収

支比率が99.8％と財政の硬直化はきわまって

いるなど、今後、これらの指標のみならず、

さまざまな角度から検証し、財政再建を進め

ていく必要があるというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部の説明が終了

しましたので、議案等について質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。 

 

○大西一史委員 まず９ページ、これは私学
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振興助成費の私立幼稚園緊急環境整備事業で

すけれども、もう少しちょっと具体的な中身

を教えていただきたい。私立幼稚園における

幼児教育の質の向上のための緊急整備経費と

いうのは、一体何に使うお金なのですかね。 

 

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。 

 先ほど申し上げました安心こども基金を使

いましての幼稚園の整備事業でございます

が、これは、私立幼稚園における遊具等の環

境整備、滑り台ですとか、ブランコですと

か、それからデジタルテレビなどを整備した

いという幼稚園、要望をとっておりますの

で、そういったところに対する補助でござい

ます。 

 

○大西一史委員 どのくらいの園といいます

か、あれですか。 

 

○広崎私学文書課長、現時点では、大体希望

幼稚園が、遊具等につきましては44園、デジ

タルテレビにつきましては65園、アンテナ工

事を附帯工事として41園。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 内容はわかりました。結構

です。 

 それと、ちょっと別の項目でよかですか。

これは税務課の方ですけれども、10ページ、

県税の事務オンラインシステムの維持管理費

関係、電算関係の業務委託ということで2,77

7万8,000円ですか、上がっています。 

 こういう業務委託というのは、当然ある程

度必要なコストだろうというふうに思います

し、必要だというふうには思いますが、一方

で、その下にあるとおり、過誤納還付金で相

当、これは代表質問でも申し上げましたけれ

ども、想定以上のやっぱり県税の減収が起こ

っているという状況を考えると、徴税コスト

であるとか、徴税のそういう手法、あるいは

そういう税務の執行体制全体の見直しといい

ますか、やっぱりそういったことが私は必要

なんじゃないかなというふうにちょっと感じ

ているんですよ。 

 とりあえず、今回、この県税の過誤納還付

金が、これだけ当初の24億か30億、一応こう

やって補正をしなきゃいけなくなったという

事態について、税務当局としての担当とし

て、どういうふうにお感じになっているのか

というのがまず１点目、ちょっとお聞かせく

ださい。 

 

○佐藤税務課長 ここにつきましては、当初

予算におきまして、かなり大きな金額をもと

もと計上しております。前年度が過誤納金に

つきましては13億6,100万円の予算計上でし

たけれども、過去８カ年の還付実績をもとに

各月の最大値を予算に上げていくというよう

なことで考えておりまして、その時点では前

年比76.8％増ということで、当初予算で24億

円ほどの予算を計上いたしました。 

 しかし、法人の収益の悪化というのが私た

ちの想像を超えたものが非常にありまして、

あと38億円余りの補正を要することになった

ということに関しましては、最大限のものを

考えてはおりましたけれども、まだ算出につ

きましては結果としてよくなかったなという

ふうな、非常に反省を持っております。 

 今後は、考えられ得るもっと大きいものも

場合によっては考えなきゃいけないのかなと

いうふうなことで、こういう予算についての

算出につきましては、しっかりと見積もりを

立てていくということをやっていこうという

ふうに今思っているところでございます。 

 

○大西一史委員 今率直によくなかったとい

うような話で、なかなかこれは税務課長だけ

を責めるとか執行部を責めればいいという話

ではなくて、やっぱり見込み違いが起こるほ
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ど、これは代表質問でも申し上げたとおり、

県税の税収の落ち込みあるいは景気の落ち込

みが想定以上に深刻化しているというのは、

これはもう特に地方においては言うまでもな

いような状況であるというふうに思いますか

らあれですが、ただ、これだけの補正を、し

かも還付金でこれだけ補正をしなきゃいけな

いという事態については、やはり皆さんも執

行部としてしっかり考えていただきたいなと

いうふうに思います。 

 それと、先ほど少し述べましたけれども、

オンラインシステムの維持管理という面もあ

りますけれども、やはり税務執行体制を全体

的にどういうふうに整備していくかというこ

との中で、私もいろいろちょっとあちこちで

調べてみると、他県では、市町村あたりと共

同で広域連合的なことで、賦課徴収業務の一

部を共同で実施する組織ということで、京都

府あたりでも、これは京都地方税機構という

のを設立して、来年１月から徴収業務を開始

するというようなことで、市町村によって

は、そういうマンパワー的な問題、人員削減

の問題とか、そうしたいろんな背景もあっ

て、なかなか手が届いていないというような

こともあるようで、こういった動きが、これ

は他県でも市・県民税、住民税の関係でいろ

いろやっていると思います。 

 当然、熊本県でも、いろいろな市町村との

コラボレーションといいましょうか、そうい

ったことでこれまでもやってこられていると

は思うんですが、こういうある程度徴税強化

とか、それから徴税コストの削減、あるいは

そういう利便性の向上、そういった面からこ

ういった新しい取り組みというのを、熊本県

でもいろいろ検討してみるべきではないかな

というふうにちょっと感じているんですけれ

ども、その点については、まだ今のところ想

定はされていないのか、それとも今後そうい

う方向で考えていきたいというふうに思って

いるのか、ちょっとお答えいただければと思

います。 

 

○佐藤税務課長 委員の方から今おっしゃい

ました件につきましては、私たちの方も非常

に大きな関心を持っておりまして、20年度の

決算で５億円ほどの黒字となったものの、非

常にその前の２月補正で多額の減額補正もお

願いしておりまして、そういったことの中で

は、そういう徴税コストあるいは新たな滞納

整理についての取り組み、こういったものが

大きな課題だということを感じております。 

 それで、先ほど言いました６月の決算を経

まして７月、８月ということで、その付近に

つきましては、昨年からの世界同時不況とい

うこともありますので、税の役割の重さとい

うのがますます今後増していくという自覚は

持っておりますので、共同徴収、そういった

ものについて研究を今深めておりまして、８

月、それと９月にそれぞれ税務課長会議など

も設けまして、現場との意見交換を経て、今

後、その付近につきましては、委員からもお

話がありましたようなことについて、考えを

深めていこうというふうなことで今やってお

ります。 

 これまでも広域的な取り組みあるいは市と

県との連携につきましては、昨年から、市町

村税につきまして徴収を支援する体制を今と

ってきておりますけれども、これにつきまし

て、成果もありますけれども、やはり課題も

ありますので、その付近も踏まえまして市町

村との連携を、22年度、新たにやっていこう

というような形で今考えているところであり

ます。 

 以上です。 

 

○大西一史委員 今、そういうことで、当然

こういう危機感を持って税務課としては勉強

会等々もされているということですから、私

は、他府県のそういった取り組みあたり、か

なり検討しているところがありまして、もう
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実際にスタートするというところもあります

から、こういった事例をよく視察するなり研

究するなりして、熊本県でどういうスタイル

が一番いいのか、こういう地方税機構みたい

なものをつくってやるべきなのかどうなのか

ということについては、今そういう方向で考

えていきたいということの答弁だったとは思

いますけれども、しっかりメリット、デメリ

ットを評価してやっていただきたいというふ

うに思います。 

 やはり税が落ち込んでいく中で、こういっ

た部分のコストが――コストだけはかかるけ

れども、税金だけは、税収だけは減っていく

というような状況というのは、非常に今後問

題視もされてくるでしょうし、そういったシ

ステム面のそういう改善というのも、これは

ばらばらのシステムをそれぞれやっていれ

ば、当然それぞれの自治体でコストがかかっ

てくることになりますから、そういったもの

を全体として見直していくということは、県

がやはりそういう広域調整的な機能を使って

広域連合的な手法でやっていくべきだろうと

いうふうに思いますので、その点については

しっかりやっていただくように要望をいたし

ますので、よろしくお願いします。 

 とりあえず、以上です。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○鬼海洋一委員 後でまた肥薩おれんじ鉄道

の経営状況の報告がありますから、その中で

改めて議論したいと思いますが、とりあえず

は、この天草エアラインの現状を今報告いた

だきました。次の取り組みも書いてあります

が、６月議会ではうちの会派の渡辺議員が質

問したとおりでありますけれども、どうです

か、これは自信はありますか。この状況報告

と同時に、今後の見通しについて若干のコメ

ントをいただきたいと思います。 

 

○髙田交通対策総室長 確かに、先ほど説明

をさせていただきましたとおり、天草エアラ

インの経営状況というのは厳しいというとこ

ろで、我々、何とかしてこの会社の経営改善

だけでなく、路線の振興を通して経営改善と

いうことに、何とか頑張ってまいりたいと思

っております。 

 本年６月の株主総会により、新たに代表取

締役社長もかわり、また、神戸線が昨年９月

から就航し、１年たつということでございま

すが、それまでの松山の路線に比べて収入の

効果というのは見られるんじゃないかという

ふうにも思っておるところでもございます。 

 確かに、まだ引き続き機材の整備なりある

いは大きな検査というのを今後も控えておる

というところもございますけれども、何とか

して我々としては、地元天草の地域の皆さん

とともに一体となって、この路線の利用率の

増加、それによる経営の改善ということを目

指して頑張っていきたいと思っているところ

でございます。 

 

○鬼海洋一委員 後ほどまたあわせて御質問

して、意見を申し上げたいと思います。 

 

○田代国広副委員長 冒頭の総務部長の説明

の中で、非常に理解できないことがありま

す。 

 176億の経済対策の金はわかります。その

後に過誤納還付金や災害関係と書いてあるん

ですよね。それで260億増額補正と。過誤納

還付金は、歳出ではふえているね。なぜここ

に過誤納還付金とか、そういうのが出てくる

のか、非常に理解に苦しみます。本来なら

ば、ここには、基金繰り入れとか、あるいは

繰り越しとか、あるいは県債、そういったも

のが歳入としてきて、トータルで260億とい

うならば、大体一般的な常識と考えます。な

ぜこの過誤納還付金が出てくるのかが理解で
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きません。もう一点は、先ほど鬼海先生がお

っしゃいましたが、天草エアライン、もう一

つはマリーナの上天草ですか、この２つの経

営についてですけれども、非常に厳しい経営

環境がいろいろ続いておりますし、と同時

に、将来にわたって、いわゆるこの２つの事

業は、恐らく当時地域の振興を目指したと申

しますか、そういった事業がなされたと思う

んですけれども、残念ながら、恐らくそれら

の地域の中で人口の減少が続いてはしないか

と。人口が減少するということは、地域の実

体経済が縮小するということになるわけでご

ざいまして、そういったことを考えると、こ

の２つの事業の将来性、極めて厳しいような

気がいたしてなりません。それぞれに皆さん

方は努力されておりますけれども、残念なが

ら結果として、現時点においても赤字はずっ

と続いておるというようなことを考えると同

時に、現在の我が県の財政状況等々から考え

ても、将来にわたってどのようにするのか、

そういった議論あたりが今執行部間でなされ

ておるか否か、以上２点についてお尋ねした

いと思います。 

 

○松山総務部長 先ほど御説明申し上げまし

たのは、今回の補正予算の歳出予算について

の御説明を概略申し上げたところでございま

す。 

 すべてトータルで260億円でございますけ

れども、ちょっと経済対策の部分がございま

したので、一応分けて御説明したということ

でございます。 

 176億円がいわゆる経済対策関係というこ

とで、基金の造成と基金を崩してまた事業に

組む歳出予算が大体176億円。そのほかに、

経済対策とは別に、一般の補正といたしまし

て、先ほど申し上げました県税の還付金ある

いは災害対策関係もあわせて補正をお願いし

ておりますので、そういうことで、一応説明

の便宜上、経済対策と一般分というふうに分

けて御説明申し上げたところでございます。 

 

○田代国広副委員長 その分け方がおかしい

と言っているんですよ。歳入でしょう、この

見方からすれば。したがって、その経済対策

分と、あとは基金繰入金とか、県債とか、あ

るいは繰越金とか、そういった分け方をする

のが当然じゃないですか。分け方に私は理解

できないと言っているんですよ。 

 

○松山総務部長 歳入の説明は御説明申し上

げておりません。これは歳出だけです、ここ

で申し上げているのは。経済関係が176億円

の歳出予算です。それから、84億円がやはり

それ以外の歳出予算でございます。歳入予算

等につきましては、財政課長の方から別途先

ほど詳しく御説明申し上げたところでござい

ます。 

 

○田代国広副委員長 この補正は、260億増

額補正ですよね。増額補正ということは、歳

入がふえたわけでしょう。したがって、歳入

についてのこの場合は説明と理解するのが当

然じゃないですか。 

 

○松山総務部長 私の方から概略の御説明だ

ったものですから、ちょっと歳出予算が大き

く今回の特徴といいますか、そういったこと

を私御説明申し上げたわけで、詳しい中身に

つきましては、その後、財政課長の方から、

その辺については御説明申し上げたところで

ございます。 

 

○田嶋財政課長 済みません、先ほどの説明

が悪かったかもしれませんが、あくまでも県

税過誤納金に係る税につきましては、前年度

収入しております。それが仮決算で収入した

ものが多かったものですから、これは返すと

いうことで、いわゆる歳出の県税過誤納還付

金です。ですから、今回は税は補正しており
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ませんので、あくまでも過誤納還付金も歳出

の予算となります。 

 

○田代国広副委員長 いいですか、260億増

額補正ですよ。歳入があったから増額するわ

けでしょう。県債とか、繰入金とか、あるい

は繰越金ですか、そういったものが歳入とし

てあるから、こういう260億という増額がで

きたわけでしょう。 

 

○田嶋財政課長 先ほど御説明しましたよう

に、総務部長からは、補正の概要としまして

歳出を中心に御説明いたしました。それで、

私の方からの総括説明として、歳入予算につ

いては国庫支出金とか、県債とか、繰入金と

いうことで、歳入予算の内訳を御説明したと

ころでございます。 

 

○森浩二委員長 これはちょっと後で２人で

……。 

 じゃあ、エアラインとマリーナの報告を。 

 

○髙田交通対策総室長 天草エアラインに関

してでございますけれども、先ほどあらまし

説明申し上げましたとおり、確かに経営環境

は厳しい状況でもございます。 

 そうした中で、この天草エアラインについ

て、今後どのようにしていくかということ

で、昨年度、県、天草地域２市１町、会社を

中心に、また、地域のこうしたコミューター

航空をやっているような国交省の団体などか

らの意見も聞きながら、この会社を将来的に

どう進めていくかというあり方について検討

いたしました。 

 本年３月にその報告をまとめて、その中で

は、当面、現行のこの路線で引き続き運航を

維持していくことが一番収支の改善にとって

いいとあるものの、さらにその増収だとか運

航コストの抑制というものを図っていくため

に、天草エアライン以外のほかのコミュータ

ー航空会社等も――日本では各地運航してい

るところでもございます。そうしたコミュー

ター航空会社などとの間での提携、例えば、

共同運航をどうするとか、あるいは機材の共

通運用を図るとか、そうした検討というもの

をしていくべきではないかというふうにまと

めたところでもあり、現在、私どもの中で、

ほかのコミューター航空会社などからの状況

というものについて、いろいろ勉強したり、

意見を交換しているところでもございます。 

 そうしたことを通して、将来的にどうやっ

ていくかということにつきましても、当面、

経営の改善ということで、現行路線の維持を

しながらも、その先のところをどう進めてい

くかということについて、今我々の中でも当

時並行的に検討をしていっているところでも

ございます。 

 まだ現時点で、どうだという結果というも

の、成果が見られるところでもございません

けれども、引き続きそうした中身についても

検討を進めていきたいと考えておるところで

ございます。 

 

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。 

 フィッシャリーナ天草についてのお問い合

わせでございますが、このフィッシャリーナ

天草という会社自体が、漁港内のプレジャー

ボートと漁船乗り入れ上のトラブルを防止す

るというマリーナの適切な管理と、先ほど申

し上げました海を生かした地域の振興という

のを目指して設立された会社でございます

が、このマリーナの運営というもの自体は、

採算が合えば民間事業者でも代替ができるの

ではないかというふうに私どもとしては考え

ております。 

 このような認識に基づきまして、県といた

しましては、役員をかつて５名出しておった

時代があったわけでございますが、その役員

について、２名減らして３名にするなど、人
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的関与を縮小いたしますとともに、民間から

招きました役員を中心に、経営の効率化に取

り組んでまいったところでございます。 

 そのような中で、まだ減価償却後は赤字で

はございますが、減価償却前のベースで申し

上げれば、ここ３年続けて黒字を確保できる

ようになるなど、経営的にも安定してきた状

況には入ってきておるのかなというふうには

思っております。 

 今後の取り組みについてでございますが、

さらに経営改善を促していきますとともに、

ほかの出資者とも協議を重ねながら、民営化

も視野に入れた取り組みというものを進めて

まいりたいと考えておるところでございま

す。 

 以上です。 

 

○田代国広副委員長 いずれにいたしまして

も、やっぱり厳しい状況が今後も続くであろ

うということは予想されます。と同時に、9

9.8％という経常比率に見られるように、本

県は、今、財政再建戦略を立ち上げて実施し

て、そして、それに向かって努力をいたして

おるわけでございまして、そういった本県の

財政との整合性も含めまして、今後の将来の

あり方について、しっかりとまた議論してい

ただくようにお願いしておきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○鬼海洋一委員 先ほど大西委員の質問と重

なるわけですが、広崎課長、先ほどお話をお

聞きいたしますと、私立幼稚園のほとんど施

設整備に係る予算のようですけれども、実

は、私は、厚生常任委員会の中でもちょっと

問題提起してほしいということをお願いして

おりましたのは、例えば今議会の中で問題提

起いたしました発達障害、こういうものにつ

いては、特別支援員等について、公立学校、

公立の幼稚園、ここは予算措置ができている

んですよね。ところが、同じ課題を抱えるに

もかかわらず、私立の幼稚園だとか保育園だ

とか、全く支援がない中で同じ課題にこたえ

ていかなきゃいかぬという、その団体の現状

があるわけでありますけれども、そういうも

のについては、私立の、さっき主にハード、

施設整備の話がありましたが、予算としては

考えることはできないんでしょうかというこ

とをちょっと質問します。 

 

○広崎私学文書課長 先ほど申し上げました

安心こども基金というのは、使途が国の方で

決まっておりまして、私どもの方では、遊具

等の整備、それからテレビ等の設置というも

のに使用したところでございますが、今鬼海

委員お尋ねの特別支援障害児教育につきまし

ては、私立幼稚園でも補助事業をやっており

まして、実質、実施園が49園で、対象園児が

218人、その障害児を預かる幼稚園に対しま

して、年間１億3,500万円余の予算計上を行

っております。 

 ただ、幼稚園の方からは、特別支援教育に

ついての手当を今後拡充していただきたいと

いう要望も承っておりますので、それにのっ

とって、今後、この特別支援教育、障害児の

受け入れについても、よりどういった支援が

できるのかについて検討していきたいと考え

ているところでございます。 

 

○鬼海洋一委員 非常にありがたいことでし

て、これは抜け箇所なところだと今回思いま

した。ですから、そういう方面についても、

ぜひ関心を持っていただいて対応をいただき

ますようにお願いしておきたいと思います。 

 

○大西一史委員 さっきの天草エアラインに

関連して、せっかく話が出たのでちょっとお

尋ねしますが、これだけの経営状況の説明を

いただきましたけれども、これはもう毎年毎

年、いいことはないと言うといけませんけれ



第６回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成21年10月５日) 

 - 19 - 

ども、非常に厳しいという中で、特に昨今、

ＪＡＬもそうでしょうけれども、航空業界全

体が非常に厳しい状況に今陥っていると。さ

らには、地方の、要はそういう空港に対して

も、新政権は非常に厳しい目を向けているよ

うでありますから、その対象の中には恐らく

天草空港あたりもどういうふうに扱いがなる

のか、まあ県営ですからあれでしょうけれど

も、そういったものにも目が向けられていく

んだろうと思います。 

 そういう中、かなり逼迫した状況であるわ

けですけれども、さっきの話だと、共同運航

であるとか、高度シェアと言うんですか、で

あるとか、他のコミューター航空会社ととい

うことで今検討しているということですけれ

ども、これはいつぐらいにそういった検討結

果というのは何か出て、方針が出るような状

況なんですか。 

 

○髙田交通対策総室長 今検討しておるとこ

ろであり、本年度、あるいはちょっとまたほ

かのコミューター航空会社との関係でもござ

いますので、翌年にまたがってということに

なるかもしれませんが、我々としては、引き

続き、なるべく早い形で他航空会社などとも

いろいろ意見交換を図るなどして、どういっ

た形が可能なのかということは模索していき

たいと考えているところでございます。 

 

○大西一史委員 年度をまたぐとかなんとか

という、それは相手もあることだから、そう

簡単にできないというのはわかりますが、た

だ、じゃあほっといたらまたどんどんどんど

ん傷口が広がっていくという話じゃないです

か、はっきり言えば。だから、いろんな努力

をして、まあ社長さんがかわられたり、いろ

いろなことでやっている。あるいは自治体

も、それぞれ補助金を入れながら何とかしの

いで今やっているというような状態ですか

ら、こういう状況を考えると、それはさっき

の私は副委員長の質問に対する答弁の中でち

ょっと気になったのは、やっぱり引き続きや

っていきますとか、今どうしたこうしたとい

うような状況じゃありませんけれどもみたい

な、総室長言われたけれども、そんな状況じ

ゃないでしょう、はっきり言って。 

 だから、やっぱり検討するにしても何にし

ても、相当スピード感を持ってやっていただ

かないと、この状況は、また同じことをずっ

と繰り返し、こうして委員会の場でやってい

くことになろうかというふうに思います。 

 私も、この前、神戸から熊本まで乗りまし

た。でも、やっぱりがらがらでした。ただ、

やっぱり非常に利便性としては、ある意味で

はタイミングさえ合えば高いのかなというふ

うに思いますし、逆に、あれだけ小さな飛行

機ですから、それこそ１人、２人乗るだけで

も随分そういう意味では改善がされるという

ふうに思いますから、そういった改善もしな

がらも、やはり抜本的な対策というのは、全

くこれはほとんど手がついていないも同然だ

ろうと私は思います。 

 ですから、この経営状況を聞いて、はい、

そうですかと言うわけにはもういかない状況

であるだろうというふうに私は思いますの

で、そういったちょっときょうは厳しい意見

を私はあえて言っています。地元の天草、私

も故郷は天草ですから、できるだけ乗ってい

きたいと思うけれども、ただやっぱり県全体

の財政状況を考えれば、このままいつまでも

放置しといていいという状況ではありません

ので、その点はちょっと厳しい思いで緊張感

を持ってやっていただきたいということを強

く要望しておきます。 

 

○内野幸喜委員 確かに、この天草エアライ

ン、恐らく県の執行部の方からすると、非常

に悩ましい問題ではないのかなと思います。

確かに経営状況は厳しいと。しかし、やっぱ

り地域の声というのもありますし、存続させ
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てほしいという、地元のそういった声もあ

る。先ほど言ったように、経営状況も厳しい

と。こういった問題こそ、私は、ある程度政

治が、何というんですか、イニシアチブをと

るというか、そういう問題になってくるので

はないのかなと思うんですね。本当悩ましい

状況だと思うんですよ、県の方は。 

 先ほどもずっと同じ話があったんですけれ

ども、恐らくこれは民間の会社であれば、間

違いなくやっぱり撤退なんですよね、こうい

う状況が続けば。でも、やっぱり県も出資し

ています、地元の自治体も出資していると、

そういう状況の中でやっているということな

ので、これからもう少し踏み込んだ形での経

営再建計画というんですか、そういったこと

がこれから必要になっていくんじゃないかな

と私自身も思います。別にこれはもう答弁は

要らないです。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○大西一史委員 議案に関してもう１点、何

か私ばかり聞いて申しわけないんですが、ち

ょっと交通対策総室長に、せっかくという

か、せっかくというわけじゃないですけれど

も、関連して、14ページの空港整備促進費68

0万ですか、空港直轄事業負担金ということ

で、これは空港関連施設工事の負担金なんで

すが、空港ビルディング自体のお金というわ

けではこれはないんだろうというふうに思い

ますけれども、これに関連して空港ビルディ

ングの改修をやっていくというような話が、

今、耐震ですか、もあってということで、前

から話があっていて、たしか特別委員会の席

でもいろいろ私は要望をさせていただいたと

いうふうに思います。それは髙田総室長の方

に申し上げたというふうに思いますけれど

も、その中で、今大きないろんな見直しをし

ようとしている中で、空港自体も、やっぱり

空の玄関口ということで大きな工事をやろう

というような御計画のようですけれども、私

が空港を利用する中で、特別委員会でも指摘

したとおり、お昼の時間帯であるとか夕方の

時間帯であるとか、特定の便が集中する時間

帯は、セキュリティーの保安搭乗口というん

ですか、非常に混雑して、土産物屋さんの方

までずらっと列が並んでしまったり、非常に

階段を上がったところで人がごちゃごちゃた

まっとったり、余り地方空港であれだけの規

模なのによろしくないなというふうに思って

おりまして、その辺は改善するようにという

ことで要望を申し上げましたけれども、先

日、安田社長と空港でお会いしたんですね。

そのときに、ちらっと聞いたのは、保安上、

もうちょっと広い場所、奥にありますでしょ

う。お土産物屋さんのちょっと先に広いエリ

アがあるから、ああいうところに移して、真

ん中にして、もう少し改良したらどうですか

ねという話をした。そういう計画もちょっと

あるにはあるということのようですけれど

も、何か一部の航空会社が、非常にその辺に

ついて抵抗感を示しているというような話を

ちらっと聞いたんですよ。そういう話という

のはお聞きになっておられます。 

 

○髙田交通対策総室長 委員御指摘の保安検

査場の場所の移設ということにつきまして、

そのようなことなどの理由で、まだ現在最終

的にその保安検査場の位置をどこに移すかと

いうことが決まっていないという、そういう

状況は私も聞いておるところでございます。 

 

○大西一史委員 それはどこの航空会社か聞

いていますか。 

 

○髙田交通対策総室長 ちょっとこの場では

……。 

 

○大西一史委員 言いにくい。 
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○髙田交通対策総室長 はい。 

 

○大西一史委員 私が聞いているところで

は、全日空だというふうに聞いています。 

 全日空、私はよく全日空を使うので、あん

まり別にどこか特定の会社をどうこう言うわ

けじゃないけれども、そういうふうな話を聞

くと、空港全体の利便性というふうに考えれ

ば、どこの社に有利だとか、そんな羽田のよ

うに広ければ、それはこっちよりもあっちに

してもらうと困るというような、利害調整と

いうのはある程度難しい部分があるかもしれ

ないけれども、しかし、私も、ちょうど安田

社長からそんな話をちらっと聞いて、どこと

ははっきりはおっしゃらなかったけれども、

私が聞いておるところによるとそういうこと

で確認しましたけれども、各航空会社さんも

それぞれ協力をしていただいて、やっぱり空

の玄関口としてふさわしいような整備ができ

るように、県としても、こういう委員会で―

―私は、これは別にどこの航空会社をひいき

して言っているわけじゃなくて、やっぱりも

う少し利便性が高まるような、そして保安検

査場あたりも、そういう意味では、ああいう

並ぶような状況をできるだけ減らして搭乗を

スムーズにしていくということが必要だろう

というふうに思いますので、その点は県の方

からも、しっかりそういう要望が出たという

ことでお伝えいただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

 

○髙田交通対策総室長 委員御指摘のとお

り、私どもの方としましても、あそこの空港

ビルディングの利便性の向上という観点か

ら、航空会社に対しまして、速やかに調整な

りをしましてこの計画を進めていきたいとい

うことで、委員御指摘の件につきましても、

ちゃんとしっかり伝えていきたいと考えてお

ります。 

 

○大西一史委員 よろしくお願いします。 

 

○馬場成志委員 私からも同じことです。 

 今総室長の方から意気込みをはっきりとお

っしゃっていただきましたので、頑張ってい

ただけるだろうと思いますけれども、今の話

のようなことが原因で片方に寄ってしまうと

かいうようなことがあってはなりませんの

で、それは結論として結果を出していただき

たいということを申し添えておきます。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○大西一史委員 議案で37ページ、くまもと

県民交流館条例の一部を改正する条例案のと

ころですけれども、これは指定管理者の管理

の範囲を拡大するということですけれども、

基本的にはこれは、例えば、今までは指定管

理者にしてなかったわけですけれども、指定

管理者にすることによって、どのくらいコス

ト削減とか利便性向上というのが期待できる

のかということをお聞かせいただきたいと思

います。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 一応経費節減につきましては、1,500万ほ

どの経費節減があるというように考えており

ます。 

 

○大西一史委員 あと利便性の方はどうです

かね。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 利便性につ

きましても、専門のそういった指定管理者を

導入しますと、現在、施設等の整備につきま

していろんなトラブルがあった場合、すぐの
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対応ができる、あるいは専門的なことを利用

して、県民が使いやすいようないろんな方法

を考えられるのではないかというように考え

ておりまして、県民の利用の増進が図られる

というように考えています。 

 

○鬼海洋一委員 指定管理者制度の問題で、

大体１周して次の段階に入るという時期です

けれども、これは安倍さんのところですか。 

 この指定管理者制度については、なかなか

それぞれ各部抱えていますから、全体でどう

かということについては、恐らく総合政策局

の方で把握されているんだろうというふうに

思うんですが、この間の全体の、今のお話の

みならず、例えば県立劇場についてもそうで

すね。これまでの総括、新たなまた、何とい

いますか、変更といいますか、その時期に向

かう中で、どういうふうに総括されているか

ということをちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

 

○豊田人事課長 指定管理者制度につきまし

ては、昨年まで行政経営課の方で所管してお

りましたけれども、課の廃止に伴いまして人

事課の方で所管しております。 

 今委員がお尋ねになりました指定管理者制

度につきましては、17年の４月から制度の導

入を始めまして、ことしの４月現在で、県の

公の施設の57施設のうちの県立劇場でありま

すとか、グランメッセ等、43施設に指定管理

者制度を導入しております。 

 今年度、先ほどのパレアでありますとか、

あと水俣港の緑地でありますとか、そういう

ところで３施設を、平成22年度から、指定管

理者制度の導入に向けて具体的な手続を進め

ておるところでございます。 

 全体的な総括といたしましては、指定管理

者制度に伴いまして、民間等のいろんなノウ

ハウも活用して、県民の利便性の向上であり

ますとか、あと経費の削減でありますとか、

そういうことにも進んでおるというふうな形

で考えておりまして、今後とも可能なものに

ついては指定管理者制度の導入について進め

てまいりたいと考えておるところでございま

す。 

 

○鬼海洋一委員 大体振り返ってみてよかっ

たという、そういうことのようですけれど

も、例えば県立劇場等については、極めて専

門性を有するところですよね。そうすると、

３年というサイクルが妥当かどうかという、

それぞれによって違うんだろうというふうに

思うんですね。 

 だから、そういう意味でも、３年過ぎまし

たから、新たな年度に入っておりますし、も

う一回、そういう３年周期ということについ

ても一回議論してみる必要があるんじゃない

かというふうに思っていますので、全体をで

きるだけもう一回総括していただくように、

この際、お願いしておきたい。また、改め

て、それぞれについては意見を申し上げたい

というふうに思います。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 それでは、ちょっと私の方から、７ページ

のソーラー普及拡大に要する経費の追加補正

ということですけれども、けさ、こっちに出

てくるとき、ラジオで、どこかの県が、国が

きちんと決めないから募集を延期したという

話があっていたんですよ。だから、これは、

このまま予算をつけても、募集できるんです

かね。 

 

○田嶋財政課長 ６月補正、８月専決、それ

と９月補正ということで、今県民の方から非

常に要望が多いということで補正はしており

ます。ただ、今委員長が御発言されました国

の関係でするかどうかについては、まだ私の

方までには情報が来ておりません。もし何か
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ありましたら、ちょっと調べた上で御報告い

たします。 

 

○森浩二委員長 いや、けさのラジオだった

んですよ。どこかの県議会がその募集を延期

したという、国の状況がわからないからとい

うことで。熊本県には、こういうのはまだ正

式には来とらぬとですか。 

 

○田嶋財政課長 今のは、多分補正予算に関

する見直しの中で、まだ凍結する予算の内容

がわからないということだろうと思います。 

 ただ、これは、国の制度にあわせてという

ことでございますが、あくまでも単独の制度

ですので、これについては、このまま進めて

も構わないんじゃないかと思います。ただ、

国の補助金の方が大きいので、そこもちょっ

としっかり見きわめる必要がございますの

で、それについてはまた関係部局と御相談さ

せてもらいます。 

 

○森浩二委員長 わかりました。 

 質問はないですね。――なければ、これで

質疑を終了いたします。 

 ただいまから本委員会に付託されました議

案第１号、第２号、第５号から第７号まで、

第16号について、一括して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 異議なしと認め、一括して

採決いたします。 

 議案第１号外５件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 異議なしと認めます。よっ

て、議案第１号外５件は、原案のとおり可決

することに決定いたしました。 

 次に、本委員会に今回付託されました請願

を議題とし、これについて審査を行います。 

 それでは、請第29号について、執行部から

の状況説明をお願いします。 

 

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。 

 請第29号私学助成に関する意見書の提出を

求める請願について御説明申し上げます。 

 本請願は、熊本県私立中学高等学校協会、

県下の全私立中学校及び高等学校で組織する

協会、及び熊本県私立中学高等学校振興協議

会、ＰＴＡ等で組織する会でございますが、

以上２つの会からの請願でございます。 

 趣旨は、私立高等学校等に関する私学助成

の一層の充実が図られるよう、政府及び国会

に意見書を提出していただきたいというもの

でございます。 

 本県の私学助成につきましては、国におい

て交付税措置、国庫補助といった財源措置が

なされておりまして、本年度予算で中・高等

学校関係で56億円余を措置しております。 

 なお、公立、私立間の授業料格差でござい

ますが、本年度で授業料のみで約2.2倍とな

っております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

○森浩二委員長 ただいまの説明に関して質

疑はありませんか。 

 

○大西一史委員 質疑というか、意見だけ。 

 私学助成に関しては、本当に非常に公私間

格差がやっぱりあるということで、先ほども

請願者の方がいろいろおっしゃったとおり、

非常に厳しい環境にあると思います。 

 今回一般質問あたりでも出ていましたけれ

ども、例えば耐震化の状況だって、あれだけ

公立と私立で随分差があるということを考え

ると、やはり今の教育の機会をきちっと均等

にということを考えれば、こういう請願とい

うのは出されるべきだろうというふうに思い

ますので、私は、この意見書を出すというこ
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とには賛成でありますが、ただ、この意見書

を、今まで我々県議会、何回この私学助成に

関して出してきたかということなんですね。 

 出しても出しても、じゃあ本当にいろいろ

な具体的な施策が実現してきたのかというそ

のチェックといいますか、というのは、私た

ちも、それから執行部の方もしっかりやって

いただかないかぬというふうに思いますの

で、そういう意味では、今回意見書を出し

て、政府もかわりましたし、新政府に対して

は、この意見書に対してどのような措置をと

ったのかぐらいのことをしっかり言ってもら

うような、そういう働きかけも今後はしてい

かないかぬのじゃないかなというふうに思い

ます。 

 意見書の中身については、ある程度委員長

なり副委員長なりが起案されていくことだろ

うというふうに思いますけれども、そうした

意識を持ってやっていくべきだということを

意見として申し上げておきます。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか。――

なければ、これで質疑を終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 まず、請第29号については、いかがいたし

ましょうか。 

  （「採択」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 採択という意見があります

ので、採択についてお諮りいたします。 

 請第29号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 御異議なしと認めます。よ

って、請第29号は採択とすることに決定いた

しました。 

 ただいま採択と決定といたしました請第29

号は、国に対して意見書を提出してもらいた

いという請願であります。 

 そこで、意見書(案)について、事務局から

配付させます。 

  （事務局意見書(案)配付) 

○森浩二委員長 意見書は、この案のとおり

でよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 異議なしと認めます。 

 この意見書(案)を、委員会として委員長名

をもって議長あてに提出したいと思います。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 それでは、そのように取り

計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が５件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から順次お願いしま

す。 

 

○広崎私学文書課長 私学文書課でございま

す。 

 総務常任委員会報告資料、熊本県行政文書

等管理のあり方検討委員会について御報告を

申し上げます。 

 マスコミ等でも報道されましたので御承知

かと思いますが、去る10月３日に第１回の検

討委員会を開催いたしました。 

 検討内容として、そこに丸ポツで３つ挙げ

ておりますが、10月３日は、まず県の行政文

書の作成、保存、廃棄についての制度につい

て御説明を申し上げました。 

 委員は、そこに記載しております皆さん方

にお願いを申し上げております。あと、専門

委員として、10月３日は、永青文庫の歴史的

文書の保存のあり方について、川口先生から



第６回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成21年10月５日) 

 - 25 - 

の御説明をちょうだいいたしました。 

 今後のスケジュールといたしましては、12

月に第２回検討委員会、随時、適宜資料を整

理しながら、６月までに知事への提言に向け

て、あり方について検討をお願いしていると

ころでございます。 

 当日ございました意見の中には、情報公開

との関係性あるいは現在の文書の保存年限等

について確認、質問等がございました。 

 時間の関係もございましたので、今後、文

書等にてまた委員の先生方からの御質問、御

要望等を踏まえまして、第２回の委員会につ

なげてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○田嶋財政課長 財政課でございます。 

 次に、平成20年度普通会計決算の概要につ

いて御説明いたします。 

 まず、決算規模ですが、表に取りまとめて

おりますとおり、歳入総額は、前年度より70

億円減の7,415億円となっております。主な

要因は、景気悪化に伴う各企業の業績悪化等

による法人事業税の減でございます。 

 歳出総額は、前年度より60億円減の約7,24

8億円となっております。主な要因は、九州

新幹線建設と並行して行っている連続立体交

差事業費の減や定員適正化を求めた人件費等

の減でございます。 

 また、歳入と歳出の差である歳入歳出差引

額は166億円余であり、歳入歳出差引額から

翌年度に繰り越すべき財源を控除した実質収

支は約92億円となっております。 

 次に、２の各種指標ですが、財政基盤の強

さを示す財政力指数は0.395となり、前年度

とほぼ横ばいですが、財政構造の弾力性を示

す経常収支比率は99.8％となり、前年度より

2.1％高くなるなど、財政の硬直化はきわま

っております。 

 次ページ以降は参考資料ですので、説明は

省略させていただきます。 

 以上、よろしくお願いします。 

 

○楢木野市町村総室長 市町村総室でござい

ます。 

 別冊ですけれども、政令指定都市・市町村

合併の推進の状況につきまして御報告させて

いただきます。その資料をお願いいたしま

す。 

 資料の文中、アンダーラインを引いており

ますところが、６月の委員会で御報告いたし

ました以降の動きでございますので、そこを

中心に御説明させていただきます。 

 まず、１ページ目の上から３段目からでご

ざいますけれども、熊本市と近隣町の合併に

つきましては、本年７月に、熊本市と城南

町、植木町において、来年３月23日を合併期

日とする廃置分合が議決されまして、県知事

に廃置分合申請がなされました。これを受

け、今定例県議会において、去る９月14日に

廃置分合議案を可決いただき、同日付で知事

が廃置分合を決定しております。 

 県におきましては、昨年８月に、知事を本

部長とする政令指定都市・市町村合併推進本

部を設置し、県庁一丸となって政令市実現に

向けた支援を行ってきたところですけれど

も、熊本市と近隣町との合併により、政令指

定都市実現が大きく近づくことになります。 

 熊本市は、平成24年４月の政令指定都市移

行を目指しておりまして、準備を本格化させ

ておりますが、今定例県議会終了後、速やか

に県と熊本市との協議の場となる県・市連絡

会議を設置しまして、県から市への事務権限

移譲等についての協議を進めるなど、熊本市

との連携を十分に図りながら、政令指定都市

への円滑な移行を支援してまいります。 

 ２ページから３ページにかけては、主な経

緯や県の取り組みについて記載しておりま

す。 

 ３ページの上から２行目ですけれども、熊

本市と城南町、植木町の合併について、県議
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会での廃置分合議案の可決、それから、県知

事決定を受けて、９月17日に総務大臣に届け

出を行っております。およそ１カ月程度で総

務大臣の告示がなされる予定となっておりま

して、これにより合併の法的な手続が終了す

ることになります。 

 次に、大きなⅡの政令指定都市移行に向け

た今後の取り組みについてでございますけれ

ども、まず(1)主なスケジュールでございま

すが、あくまでもこれはほかの都市の事例に

基づく現段階での予定ということで記載して

おります。 

 まずは、今月中にも政令市移行に係る県・

市連絡会議、これはまだ仮称でございますけ

れども、これを設置しまして、事務権限移譲

に関する協議をスタートさせたいと考えてお

ります。 

 それから、およそ１年程度の期間で協議を

終了し、来年の12月ごろまでに、県、市の基

本協定の締結を目指したいと考えておりま

す。その後、平成22年の12月から23年４月ご

ろにかけ、市議会や県議会での意見書の議決

等を経まして、総務大臣に対して政令市実現

の要望書の提出、そういった手続を行うこと

になります。それから、関係省庁への説明、

正式協議を行い、23年10月ごろに政令市移行

の閣議決定、24年４月に政令市に移行すると

いうスケジュールを予定しております。 

(2)政令市移行に係る県・市連絡会議につい

てでございます。 

 ①主な協議内容といたしましては、まず県

から市への移譲事務につきまして、県と市の

協議により移譲の可否が決まる事務もありま

すことから、これら任意の事務も含めた移譲

事務の範囲について協議を行い、確定させる

必要がございます。このほか、事務の移譲に

係る財務、それからまた、人的支援の取り扱

いについても協議を行うことといたしており

ます。 

 ②の会議の構成についてですが、現段階で

のイメージを記載しております。連絡会議は

県、市の部局長レベルで構成し、その下に関

係課長レベルで構成する幹事会、そして各分

野ごとの担当課部局による分科会を設け、協

議を行っていく形を想定しております。今

後、熊本市と調整の上、連絡会議の回数を重

ねていきたいと考えております。 

 次に、資料４ページのⅢ、各地域での合併

に向けた動きについて記載しております。 

 熊本市と近隣町の合併につきましては、城

南町、植木町での住民投票、それから各市町

の議会での廃置分合議決を経て、７月17日

に、それぞれの市、町から県に対して廃置分

合申請がなされました。冒頭にも申し上げま

したけれども、今定例県議会で廃置分合議決

をいただきまして、県知事決定を行っており

ます。 

 熊本市においては、７月17日に政令市推進

本部を設置されまして、政令市移行に向けた

準備が本格化されております。 

 ずっと飛んで、最後の９ページをお願いい

たします。 

 丸の２つ目ですが、人吉・球磨地域の動き

ですけれども、去る９月２日に、県が、これ

は振興局と共同で市町村長を対象としました

第１回人吉球磨地域の将来に向けた検討会を

開催しておりまして、今後継続的に行政体制

や連携等について検討していくことといたし

ております。 

 市町村総室からの説明は以上です。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 お手元の資料の川辺川ダムに関する最近の

状況についてをごらんいただきたいたいと思

います。 

 まず最初に、先月26日に実施されました前

原国交大臣の現地視察でございます。視察の

際における大臣の御発言を御紹介いたしま

す。 
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 まず(1)の①でございますが、大臣から地

元への謝罪がございました。長年の反対運動

の末にダムを受け入れ、今日に至ったこと、

あるいは今回の中止声明により多大の迷惑を

かけたことなどについて、大臣から謝罪の言

葉がございました。 

 次に②の治水に関してでございますが、

(ア)でございますが、改めて川辺川ダム中止

について言及されております。次に(イ)、２

番目のポツになりますが、今後、ダムによら

ない治水を検討するために、省内に専門家に

よるチームを立ち上げ、その検討結果に基づ

いて地元と協議するとの方針が示されたとこ

ろでございます。 

 次に③の五木村の振興でございます。生活

に関連する道路整備や農業など、国が本来や

るべき事業は継続して実施するとの御発言が

あっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 公共事業を中止するに当たりまして、住民

の皆さんが安心して暮らしていけるよう、そ

の補償措置、財源措置も含めまして、法とし

て整備するとの意向が示されたところでござ

います。 

 次に(2)の参加者からの主な意見でござい

ます。 

 まず、治水に関して、①のとおりでござい

ますが、最初のポツでございますが、中止を

表明するのであれば、治水代替案をセットで

示すべきとか、さらに、下から３番目のポツ

になりますが、住民の声を聞いた上で中止と

判断すべき、それから次に、ダムが洪水を助

長するとの大臣の発言は間違っているのでは

ないかとの意見がありました。また、最後の

ポツになりますが、球磨川にダムは要らな

い、清流を取り戻す必要があるとの機運が高

まっているなどの意見があっております。 

 次に、意見交換会の際に、知事から大臣に

対して、(3)の①から④にありますが、次の

４点を要望しております。五木の基盤整備を

着実に進めること、ダムによらない治水の検

討に当たっては、地元の意見を反映するこ

と、検討の間も、河川改修などの治水対策を

進めること、検討する場において、今後国は

主体的、積極的に検討を行うことなどを要望

したところでございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 五木の振興のために、昨年から村と一体と

なって策定してまいりました振興計画ふるさ

と五木村づくり計画でございます。 

 まず(1)の概要の(ア)でございますが、こ

の本計画は、基本計画と実施計画に分けて策

定をしております。このうち、基本計画は策

定の方向性を示し、実施計画は具体的な事業

を記載しております。この実施計画は、村と

ともに毎年度見直していくこととしておりま

す。 

 それぞれお手元に資料の１及び２として御

配付しております。申しわけございません

が、後ほどごらんいただければと思います。 

 次に(2)の基本的な施策の方向性でござい

ます。 

 五木の目指すべき10年後の姿を(ア)に記載

しておりますが、キーワードといたしまし

て、恵まれた自然、元気で生き生き、ともに

触れ合い、支え合いながら安心して住み続け

ることができる、誇れるふるさと五木村とし

ております。(イ)でございますが、これを実

現するために３つの柱、働く場づくり、暮ら

しづくり、ひとづくりを挙げ、これらが有機

的に関連し、また、広域的な連携を図りなが

ら、村民を中心に据えた取り組みを実施して

いくこととしております。 

 (3)でございますが、実施計画に記載して

おります事業の中から、事業の必要性、効

果、村民のニーズなどから、重点事業として

リストアップをしているところでございま

す。例えば(ア)でございますが、年間400万

人以上の集客力がございます阿蘇ファームラ

ンドとの協定によりまして、五木の特産品コ
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ーナーをこの８月から開設しております。こ

れにより、特産品、販路拡大、五木村の紹介

などを実施していくこととしております。 

 最後になりますが、今後の方針でございま

す。 

 まず、ダムによらない治水でございます。 

 一日も早く球磨川の治水対策を示していた

だくよう国に要望いたしますとともに、今後

示されるその案に地元の意見が反映されるよ

う、国に働きかけていくこととしておりま

す。 

 また、五木村の振興でございますが、残さ

れた基盤整備については、着実な推進をお願

いするとともに、さらに、先日大臣から示さ

れました補償措置について、その内容、時期

を明らかにしていただくとともに、地元の意

見が反映されるよう、国に働きかけていくこ

ととしております。 

 また、今御説明しましたふるさと五木村づ

くり計画につきましては、村とともにこの計

画を着実に進めることによりまして、村の振

興を図っていくこととしております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

○髙田交通対策総室長 続きまして、肥薩お

れんじ鉄道株式会社の平成20年度の経営状況

につきまして、お手元の資料に沿いまして説

明をさせていただきます。まず、１ページ目

をお願いいたします。 

 会社概要を記載しております。 

 本年６月末の株主総会におきまして、代表

取締役社長が、鹿児島県で旅行観光業を手が

けてきた古木圭介氏に交代をしております。 

 ２ページ目をお願いいたします。 

 上段に開業以降の業績を示しますととも

に、下段に平成20年度の決算概要を示してお

ります。 

 平成20年度の利用者数は約163万人に上

り、平成19年度の約169万人に比べて減少

し、旅客収入が約1,200万円減少いたしまし

たが、跨線橋建設に係る受託工事の受注額の

増加により、営業収益が９億9,861万円余

と、前年度より増額いたしました。しかし、

軽油高騰や大雨による復旧工事の発生によ

り、営業費が11億7,700万円となり、減価償

却前の営業損失が１億6,144万円余となりま

した。 

 なお、鹿児島県の経営安定対策事業補助金

や固定資産売却益などの特別利益の計上によ

り、当期損失が１億2,592万円となりまし

た。 

 続きまして、３ページ目をお願いいたしま

す。 

 上段では、平成20年度の損益計算書の概

要、下段では貸借対照表の概要をそれぞれ記

載しております。 

 貸借対照表に関しまして、まず資産の部に

ついてでございますが、流動資産は、主に現

金、預金や年度をまたいで収入が会社に入る

ために未収金となっている額などの３億8,67

3万円であり、また、固定資産は、主に鉄道

施設や車両から成る有形固定資産などの５億

8,823万円余となっております。 

 一方、負債の部の合計は２億2,359万円、

純資産の部の合計は７億5,137万円余となっ

ておるところでございます。 

 続きまして、４ページ目をお願いいたしま

す。 

 肥薩おれんじ鉄道株式会社及び県、沿線自

治体、地元観光団体などから成る肥薩おれん

じ鉄道沿線活性化協議会の平成21年度におけ

る取り組み計画を記載しております。 

 肥薩おれんじ鉄道株式会社といたしまして

は、昨年度に引き続き運賃収入を下げどめ、

収益の増加を図ることを課題とし、特に定期

外の収入の増加に向けて、沿線自治体と連携

した乗車運動に取り組むほか、ＪＲ九州や旅

行会社への旅行商品開発の働きかけなどを進

めてまいります。 
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 また、継続的な運行の確保から、熊本、鹿

児島両県でのふるさと雇用再生特別基金事業

を活用するなどして、部門別のプロパー社員

を採用し、育成計画を策定してまいります。 

 次に、肥薩おれんじ鉄道沿線活性化協議会

におきましては、沿線自治体と連携して、駅

周辺の自治会や小中学校などを訪問して利用

促進などを図る、熊本駅直通列車の快速列車

の利用客増加を図るための旅行モニター事業

を実施する、日奈久温泉開湯600年記念など

の地域イベントと連携した利用客の増加を目

指す、肥薩おれんじ鉄道の車両やレールなど

の維持に要する費用を一部負担してもらう車

両一口オーナー制度の募集を、協議会として

も支援するなどに取り組んでまいります。 

 最後に、５ページ目をお願いいたします。 

 これらの取り組みとあわせまして、国土交

通省の地域公共交通活性化・再生総合事業を

活用し、本年度から平成23年度までの間に、

同省の補助事業を活用しながら、イベント企

画列車や駅の改良、魅力向上などの各種事業

に取り組んでまいります。 

 また、県といたしましては、ほかの並行在

来線を抱える各県、例えば、長野県だとか、

岩手県、青森県や、これから整備新幹線を開

業するに当たって、並行在来線が生じる可能

性がある他の県とも連携し、新たな制度支援

を構築してもらうよう、国に対して本年８月

に要望を行ったところでございますが、新た

な制度支援の構築の実現を目指して頑張って

まいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○森浩二委員長 報告が終了しましたので、

質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○竹口博己委員 川辺川に関してお尋ねをい

たします。 

 川辺川に対してお尋ねする前に、新しい政

権が廃止をすると表明した100以上に上るダ

ムの中に、本県ではどのダムとどのダムが入

っていると認識されているかどうか、改めて

お尋ねします。どなたでも。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 申しわけあ

りませんが、全体像はちょっと把握しており

ません。川辺川は単独でやってきたというと

ころがございまして……。 

 

○竹口博己委員 どなたに聞けばいいんです

かね。 

 

○田嶋財政課長 具体的にはわかりませんけ

れども、直轄事業、補助事業で対象になって

いるダムが対象になると思います。ですか

ら、熊本県で言えば、立野ダム、それと今は

川辺川ダムですかね、国交省関係は。それ

と、県では氷川ダムのかさ上げがございま

す。それと路木ダム、これが今対象じゃない

かというふうに思います。 

 

○竹口博己委員 それじゃ、川辺川。 

 川辺川については、総合対策課長、大変御

苦労されて今日に至ったわけですが、ダムに

よらない治水を検討する場の今後の見通しは

どうなっていますか。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 これにつき

ましては、もともと知事が昨年10月に前国交

大臣とお会いしたときに、知事の方から、ダ

ムによらない治水を追求してほしいというこ

とを提案し、逆に今度は大臣の方から、一緒

にやりましょうということでやってきたわけ

でございます。 

 これまで４回やりましたが、県の方は、ア

イデア的なものも含めて５つの工法をお示し

し、それについて国の方がシミュレーション

をしていただいたと。前回７月に、そのシミ
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ュレーションの結果が、ある一定のものを示

され、さらに県からあるいは流域の市町村の

方から疑義といいますか、さらに詰めてほし

い部分について詰めるということで、５回目

が予定されたわけでございますが、御存じの

ように、新政権による発言を受けて、今後の

運営方針、どういうふうに進めるかというこ

とがまだ全然定まっておりません。恐らく、

先ほど申し上げましたとおり、大臣の表明の

中にございましたダムによらない専門家のチ

ームを省内に立ち上げてやっていただける、

そういうことが今後明らかになってくるので

はないかというふうに考えておりますが、現

時点では、県の方から、方向性というものが

明確に申し上げられないという状況でござい

ます。 

 

○竹口博己委員 国の出方を待っているとい

う、まあそういうことですか、早い話。第５

回目をやるぞと決めたけれども、中央の政権

がかわったから、それもどうなるかわからぬ

という、そういう状況ですか。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 私どもは、

従来から、これは県もそうでございますが、

流域の市町村からも、やはりダムによらない

治水についてはスピード感を持ってやるとい

うこと、これが大変大きな命題でございまし

た。そのため、大臣の発言を受けた以降も、

事務レベルとしては何度も国に対してお話を

していると、今後のあり方等を問い続けてい

るというような状況でございます。 

 

○竹口博己委員 課長の大変な苦悩ぶりはう

かがい知ることができるんですけれども、さ

っき報告のあった前原新大臣のこの前地元入

りされたときの発言、ここにまとめられてお

りますけれども、大体１つの党がどんな政策

を掲げようとそんなのは自由なことで、た

だ、その党が政権をとったときは、その政策

をどう実施するかについては、そのプロセス

に議論というのが当然あるものだと、それが

民主政治だと我々はそう理解をしております

けれども、今回の場合は、就任するや否や、

中止というとてつもない発言があって、それ

を受けて地元が、さあどうするかと、八ツ場

もそうなんですけれども、ちょっとむちゃが

過ぎないかと、中央は。 

 この前原大臣の発言を見ても、何か発電と

か利水がダムの主たる目的であったかのよう

な、川辺川ダムの主たる目的は治水ですか

ら、それから、市房ダムとの統合運用に対し

て疑義の念があるみたいな、大体そんなのを

受けて中止に至ったみたいな、そうともとれ

る発言ですよ。 

 これは一体どういうことなんだと、その発

言そのものに、おいおいといったものを感じ

るし、ダムによらない治水を検討する場の枠

組みを尊重したいと、これはどういう意味な

のかと。枠組みを尊重したいというのはどう

いう意味なのか。これは国と県と地元流域市

町村で、この枠組みでこの検討する場は構成

されている。これしか枠組みはないじゃない

か、最初から。これを尊重したいというのは

どういうことなのか。その枠組みなのか、そ

こで出てくる意見を尊重したいという意味な

のか、よくわからぬ。 

 それから、地域住民の方が、どのような治

水対策を選択されるのかどうかということが

大事であると、こう大臣はおっしゃってい

る。どのような選択をされるかどうかが大事

だと言っていながら、そんな意見を聞く前に

中止という結論を表明するというのは、これ

はとんでもない矛盾がありはしないかとい

う、そういう素朴な疑念を感じてなりませ

ん。 

 いずれにしても、県としては、私がお尋ね

したいのは、ダムによらない治水を検討する

場というのは、蒲島知事が白紙撤回を表明し

たことによって、国と県が対峙の構図になっ
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てしまった。それをどう打開して五木の村の

振興を図っていくかに知事も苦労されたでし

ょう。前大臣の金子大臣とやりとりをされな

がら、苦肉の策として協議の場が設置された

という。 

 ところが、あくまでも、さっき課長が言っ

たとおり、これは金子大臣の提言を受けたも

のであって、今度は金子さんとは違った大臣

が誕生して、全く違った態度表明をされたわ

けですから、この検討する場というのは引き

ずっていっていいかどうかというのは、これ

は県にかかわってきますね。大いにかかわっ

てきますね。私は、この場は有名無実じゃな

いかと思えてなりません。つまり、国はダム

をつくらないと表明したわけですから、じゃ

あどんな治水策で臨みますかという、国の結

論を待つしかないでしょう。それまで何を議

論しますか。できっこないと私は思います。 

 いずれにしても、スピード感を持ってと取

り組んだはずの検討する場がとまってしまっ

た、それに対する課長の見解をお聞かせくだ

さい。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 先ほどちょ

っと検討する場の経緯等を申し上げました。

その後、知事から御提案申し上げたところで

ダムによらない治水対策というのが、メンバ

ーとしては国、県、流域の市町村ということ

で出てきたわけです。その中で、やはりその

枠組みというか、そういう関係者が一堂に集

まって話をするということ自体は、大変意義

のあるものであったというふうに考えており

ます。 

 ただ、新しい大臣の声明がでてきて、私ど

もは、今後こういう運営の仕方をどういうふ

うにされるかということ、例えば一番気にな

りますのは、専門家によるチームの立ち上げ

というものが予定されると大臣の発言があっ

ております。その辺のもろもろのことについ

て、やはり立場を表明された国の方からの御

意見を十分聞きたい、できるだけ早く聞きた

いというふうに考えております。 

 

○竹口博己委員 私もどうなのかわからない

で心配しながらお尋ねをしているし、課長も

課長で、中央の考えが、出方がわからぬとい

うところでの答弁で、何とも不幸の主人公み

たいなのがやりとりしよるんですけれども、

課長、今過去の協議する場での議論はそれな

りに意味があったというふうにおっしゃっ

た。そのとおりですよ。私は、それを否定し

ているんじゃないんですよ。粛々と議論をし

てきたのが、こういう形に、こういう事態に

至ったという、そこから先のことをお尋ねし

ているのであって、検討する場というのは非

常に意義のある議論をしてきたというふうに

私も評価をしているんですよ。 

 県としては、早い話、大臣が検討して治水

案を出してこられるんでしょう、国が。今度

は出してくるんでしょう。今まで検討する場

では、国、つまり国交省は、ダムが最善の策

であるという意見を言い、県は、いや、非ダ

ムをあくまでもぎりぎりまで追求しましょう

よと言う、それに流域市町村長が入って意見

を言うという、そういう議論をしていた。そ

の対峙しているようなダムを主張する国がつ

くらぬと言ったんですから、あと何が残っと

ですか。ダムが欲しいという地域住民を、国

と県が一緒になって説得するという作業が残

るんでしょう、これから。 

 ですから、国に対して、県としては、もう

ちょっとこういう事態になったこと自体は県

も地元も迷惑しているんですから、例えば早

く治水案を出せとか、いずれにしても対案を

用意しないでただなくすという、聞いてみり

ゃ、それが、何だ、さっきの反対者の意見に

もちょっとありましたけれども、清流を取り

戻す必要がある、そういう機運が高まってい

るとか、そんな問題じゃない。 

 私は、正直言って、ダムであれ非ダムであ
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れ、どっちでもいいんですよ。大事な治水と

いう、流域住民の生命と財産を守るというそ

の治水という目的が達成されれば、ダムであ

れ非ダムであれ、どっちでもいいという論者

なんです、私は。治水にポイントがあると。 

 なのに、そんな大事な議論をしているの

に、対案も用意しないで、ただダム中止とい

う、こんな無責任な話はない。同じダムによ

らない案を追求する県としては、ちょっと考

えが違うんじゃないかと、その対案を追求す

るという、まじめな我々県は、対案も用意し

ないで中止と言った国に対しては、迷惑の一

言ぐらいの発言が知事からあってもいいんじ

ゃないですか、大臣に対して。課長、どうで

すか。それとも、じっと待ちますか、国が対

案出してくるまで。何もでけぬとでしょう。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 国がどうい

う検討をされているか、そういう状況は大変

わからない中でございますが、やはり先ほど

の繰り返しになってしまいますが、いかにス

ピード感を持っていただく、これを国の方に

も十分御理解いただいて、今まで私どもがや

ってきましたダムによらない治水の議論、さ

らにこれを深めるような形でもどうでもいい

んですが、やはりここでとどまることなく国

の方にしっかり案を示していただきたいと。

その際、やはり一番重要なのは、地元の意見

をきちんと踏まえていただくということが最

大のポイントじゃないかと思っております。 

 以上です。 

 

○竹口博己委員 課長に聞いてもね。前原大

臣がここにいれば話は早いんですけれども

ね。 

 

○大西一史委員 今、そういうことで、とに

かく国がどういう対案を出してくるかという

のを待つしかないみたいなことでいいのかと

いう竹口先生の御指摘もありましたけれど

も、やはり県としてのアクションとしては、

ここの３ページにも書いてあるとおり「一日

も早く球磨川の治水対策案を示すように国に

要望するとともに、今後示される案に地元の

意見が反映されるように国に働きかけてい

く。」ということなんですが、文言としては

こういうふうに書いてありますけれども、も

う具体的なスケジュールというのをある程度

固めていないといけないんじゃないかなとい

うふうに思うんですよね。 

 あれだけ政権が変わって、矢継ぎ早に、あ

る意味では大臣が現地入りをして視察して、

そういう判断を示したということであれば、

逆に言えば、県側として、今一番不安に地元

の方が思っておられるのは治水対策であっ

て、その部分と、それから地域振興に対して

であって、その部分に対してのどういったス

ケジュールで今後詰めていくのかという、も

う少し具体的なところを今――なかなか答え

にくいということではあるかもしれませんけ

れども、今どういうつもりかというところを

お聞かせいただきたいと思います。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 済みません

が、具体的に答えられるものがございませ

ん、正直申し上げまして。国の状況が、まさ

に――土木部と一緒に、ほぼ毎日のごとくい

ろいろな情報をとるべくやっているわけです

が、なかなかその辺の状況、国自体も、十分

お困りの状況というのはちょっと伝え聞かれ

てきます。ですから、本日、ここで今後の状

況について、具体的な日程等も含めて、なか

なか申し上げられないというか、情報がない

というのが正直な思いでございます。 

 

○大西一史委員 具体的な日程のあれが言え

ないというのは、確かに国の状況がどうなる

かわからぬからということがあってスケジュ

ールがなかなか組めないと、相手がいること

だからねというのはわかりますけれども、や
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っぱり県としては、当然国会がいろいろ始ま

る前の段階で、できるだけ早く私はそういう

要望活動というのをやるべきだろうというふ

うに思うんですよね。 

 当然、各会派間でも、これから国に対する

そういう、一日も早い治水対策案を示すよう

なということで意見書を出すような準備も今

しているところですけれども、やっぱり10月

中というぐらいのレベルで当然考えるべきだ

ろうというふうに思いますが、その辺はいか

がですか。今月中に何らかのアクションを県

として起こすべきだと思うか思わないかとい

うことです。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 速やかにと

思います。それは、もう期間を限定すること

なく、できるだけ早い時期にやっていきたい

と思っております。 

 以上です。 

 

○鬼海洋一委員 今何をすべきなのかよくわ

からないというお話がありましたが、既にこ

の件については、知事も、国が責任を持って

やってほしいということは再三再四言われて

いるわけでしょう。とすれば、今熊本県がな

すべき仕事というのは、あらゆるルート、あ

らゆる機会を通して、責任を持って早急に国

がこの中に入ってきて、具体的に作業を急い

でほしいと、結論を出してほしいということ

を言う以外にないでしょう、現段階では。だ

から、何もすることはないじゃなくて、それ

をすべき時期ではないのかと。 

 大西先生が言われたように、一定の時期を

こちらの方では決めながら、その時期までに

何らかの対応をするということが今必要なこ

とじゃないかと。もうそれ以外にないんじゃ

ないかというふうに思いますけれども、いか

がですか。 

 

○古里川辺川ダム総合対策課長 言葉足らず

で申しわけありません。そういう努力を、あ

らゆるチャンネルを使って国の方に要望して

いくということで考えております。 

 

○竹口博己委員 課長の思いはよくわかるん

ですけれども、空念仏に聞こえるんですよ。

スピード感を持って国には対応してもらいた

いという課長の思いでしょう、それは。そう

いうことを言ったわけじゃないんでしょう。

具体的にどうですかね。与党の議員がいるわ

けですから、県選出の政権与党の議員が。 

 今まで、川辺にしても水俣にしても、県が

背負った大きな課題を与党の議員は受けて闘

ったわけですから、今度は与党の立場がかわ

りましたけれども、政権与党・民主党の議員

さんたちも県にいるわけですから、その県選

出の与党の議員に、知事なり、部長なり、課

長が対案を急げという要望活動をするとい

う、部長どうですか。これは地域振興部長の

あれですか。それに対する思い。 

 

○坂本地域振興部長 今ちょっと日程の方は

調整中なのであれなんですが、私ども、知事

に対して、この件で――この件では前原さん

の方が来て、知事からその思い、スピード感

を持って取り組んでほしいという部分を含め

て伝えておりますけれども、今度は東京に行

って、国交大臣に対して、直接またこの陳情

部分を含めて陳情してもらいたいということ

で、10月15日が予算編成の期限になっている

ので、何とかその前に調整できないかという

話を、これは少し前の段階でキックオフして

おります。ちょっと相手方がある話なので、

今古里の方も日を区切った話ができませんで

したけれども、思いはそういうことで、早急

な検討をしてもらいたいという陳情を、一日

も早く実現するという思いで取り組んでおり

ますので、今しばらく、具体的な日程の公表

等を含めて、お待ちいただければと思いま

す。 
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○竹口博己委員 部長、頑張ってください

ね。 

 もういっちょ、一言。今大臣に対してとお

っしゃった、それはもう大事なことだと思い

ますが、県選出の与党の国会議員に対する要

望、地元の意見を伝える、それがないでしょ

う。一回もないでしょう。それについてはど

うですか。地元の県選出与党の議員。 

 

○坂本地域振興部長 与党、それから政府も

そうでございますが、新政権の中で、地元の

声という、これはまさに民主主義の基本で、

私どもとしては、地元の声が多様なルート

で、県の与党の先生、野党の先生を含めて、

意見をきちんと国政に反映するように伝えて

いくと、多様なルートを確保したいと思って

おりますが、新政権がどういうルートを封じ

込め、どういうルートはオープンだよという

ふうにするのかというあたり、この辺も情報

収集しながら、与党の先生に働きかけること

が有効あるいは適正ということであれば、ぜ

ひともと思っております。 

 

○竹口博己委員 ちょっと勘違いしている。

与党というのは、県選出の与党議員ですよ。

県選出の与党議員にも、この現状を理解して

いただく意味で、そういう陳情活動をすると

いう思いがあるかということを言っているん

ですよ。与党を広く言っているんじゃないで

すよ。限られているんだ。県選出の国会議員

ですよ、与党の。会って陳情活動をする、要

請活動をする考えがあるかということを聞い

ているんですよ。 

 

○坂本地域振興部長 失礼しました。県選出

の与党、国における与党の…… 

 

○竹口博己委員 国会議員です。 

 

○坂本地域振興部長 国における与党の国会

議員ということになると……。 

 

○竹口博己委員 与党の国会議員ですよ、県

選出の。 

 

○大西一史委員 地方には与党も野党もない

よ。 

 

○馬場成志委員 国における与党の県選出の

国会議員ということでしょうたい。 

 

○大西一史委員 県選出の民主党の議員さん

に対してということを竹口先生はおっしゃっ

ているわけですね。 

 

○竹口博己委員 社民党もいますね。 

 

○坂本地域振興部長 そこも含めて陳情して

まいりたいと思っております。 

 

○竹口博己委員 大事なことでしょう。今ま

では、だって水俣病といったら、ありがたい

ことに園田座長がおられて、そこに議会は、

与党も野党も問わず、陳情活動をしながら一

定の成果をかち取ってきた歴史があるじゃあ

りませんか。その与党の議員が、まあ中央は

かわったと、それだけのことでしょう。だか

ら、皆さんも、与党がかわったんですから、

そこに向かって県民の幸福量の増大のために

陳情活動をするという、難しいことじゃない

でしょう。 

 

○坂本地域振興部長 失礼しました。若干質

問の意味を取り違えておりまして、与党の議

員あるいは国における野党の議員の方も含め

て、県選出の議員の方には、力強く我々の思

いをお伝えしていかなければいけないと考え

ております。 
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○竹口博己委員 ありがとうございます。頑

張ってください。 

 

○鬼海洋一委員 どこで発言しようかなとい

うふうに待っておりました。 

 今、肥薩おれんじ鉄道の経営状況の説明が

ありました。議案の中でも、天草エアライン

の経営状況についての説明がありました。そ

して、今後の対応についても説明がありまし

た。しかし、毎回毎回同じような状況の報告

をお聞きいたしておりますが、聞くたびに問

題は深刻になっていっている、そういうふう

に思います。 

 おれんじ鉄道の問題についても、さまざま

の今後の取り組み内容については列記されて

おりますけれども、かなり厳しいと、まさに

構造的にも大変厳しい状況に陥っているとい

うふうに思っています。 

 そこで、もうそれぞれの担当課の段階か

ら、もっと大きな角度で議論すべき時期に来

ているのではないかなというふうに思ってい

ます。 

 例えば、おれんじ鉄道の問題でいいます

と、地域の公共交通をどう確保するかという

課題がありますし、それから、天草のエアラ

イン問題についても、これは深刻ですよね。

これを見て、じゃあ１年後は非常に有利な展

開になるなんていうふうに思っている人は、

聞いている中でほとんどいないんじゃないで

しょうか。いかがですか、皆さん。お聞きい

ただいている皆さん、いかがですか。担当課

の話だけじゃもうない段階ではないかという

ふうに思っています。 

 例えば、じゃあ天草エアラインがなくなっ

たときに、既に今回発足いたしました広域観

光圏、どうなっていくのか、西域観光はどう

なっていくのか、なかんずく天草地域の生活

はどうなっていくのか、大変厳しい問題があ

るというふうに思うんですね。 

 そこでお尋ねいたしますが、総合政策局

長、この事態についていかが判断なされてお

りますか。 

 

○安倍総合政策局長 今説明がありました天

草エアライン、また、肥薩おれんじ鉄道の経

営状況については、先生おっしゃるように、

全然経営状況が改善するようなふうにはない

というような感じも考えております。 

 先生がおっしゃるように、なるべくこうい

う大きな問題について、一部局間で対応して

いくのがいいかどうかというのが先生のお聞

きのところだと思いますけれども、その辺に

関して、県政のそういう他部門にいろんな調

整役を担っております総政局として、当然か

かわっていかざるを得ない部分、テーマの一

つだという認識をいたしております。 

 これまでそういう取り組みは全然なされて

おりませんので、先生の御意見も踏まえたと

ころで、知事、副知事あたりとも協議をいた

しまして、今後どう対応していくべきかを検

討していきたいと思っております。 

 

○鬼海洋一委員 例えば、このおれんじ鉄道

の問題にしたって、その課あるいは部局、そ

の範囲の中で解決するということはかなり厳

しいんじゃないか。しかし、その存在そのも

のは、県土デザインにかかわる問題ではない

かというふうに思うんですね。天草エアライ

ンもそうです。ほかにもいっぱいあるかもし

れない。既に構造的に予断を許さない事態に

直面しているところがいっぱい出てきている

わけですから、その意味では、今後の県土デ

ザインの中で、極めて重要な多面的な要素も

含めて検討していかなきゃならぬ問題でしょ

う。おれんじ鉄道をつぶせばいい、つぶすに

はどうするかという話じゃなくて、公共交通

を守るために、多面的要素も含めながら、じ

ゃあこのバランスを、つまり県からの財政支

援等についてもどこまで許されるのかと。 

 さっき財政課長の方からお話があっており
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ますけれども、今の99.8％という経常収支比

率を抱える県の財政の中で、この問題をどう

いうぐあいにするか、支出する財源について

も、さっき言いました県土デザインの中で、

どうバランスをとっていくのかということに

ついては、これはもう総合政策局がやらなき

ゃならない課題じゃないですか。というふう

に私は思います。総務部長、いかがでしょう

か。 

 

○松山総務部長 今総合政策局長の方から話

がありましたけれども、確かにいろんなこう

いう大きな問題になってきましたときには、

やっぱりトータルで全部局の中で議論を深め

ていくというのは非常に重要なことだと思い

ます。 

 それぞれ、総務の方でも、財政的問題、そ

ういったものも当然担当しておりますし、そ

ういった意見を述べながら、全体としてはど

う持っていくかということの議論は非常に重

要なことだというふうに考えています。 

 

○鬼海洋一委員 委員長、そこで私は、もう

天草エアラインについてもそこまで来ている

というふうに思っています。ですから、総合

政策局長の方からお話もありましたが、ぜひ

構造的に極めて厳しい状況に至っている財政

とのバランスあるいは県土デザインとのかか

わり、こういう多面的な角度から、もう一遍

議論する機会をつくっていただきたいという

ことを、この際、要望しておきたいと思いま

す。 

 後でまた、その他でもう１点。 

 

○中村博生委員 おれんじ鉄道ですけれど

も、今鬼海委員の方からお話がありましたけ

れども、本当にそういう時期に来ているとい

うふうに私も思っておりますけれども、今度

古木社長にかわられて、きのうだったか、お

ととい、新聞に載っておりましたけれども、

３年間で黒字へ転換というような文字があっ

たように記憶しとっとですが、そういった話

も含めて、関係部署ではいろんな努力をして

いただいているものというふうに思っており

ます。 

 しかしながら、現状的には厳しい。２年後

からすぐ赤字だったということであります

し、県の見通しも甘かったということは否め

ないというふうに思っておりますけれども、

やっぱりこれは国の支援なくしては――欠か

せない交通機関でございますし、このおれん

じ鉄道、本当に国の支援なくしては、22年度

以降、存続できるのかなという状況まで来て

いるというふうに思っていますけれども、八

代においては、ＪＲＡがどうにか決定しそう

な感じもございますし、芦北においても、新

駅を設置されるかのような話も聞いておりま

すので、地元の皆さん方も大変頑張っていた

だいておる。そして、関係部署も頑張ってい

るというふうに思っておりますけれども、ま

さしくこれは国の支援、そしてまた県もさら

なる支援をしていただかないと、そしてまた

もう一つは、ＪＲに対しても、これはやっぱ

り国策として新幹線が建設されることによっ

て赤字路線をつくり出したわけなんですか

ら、もうちょっとＪＲにも強く要望でけんも

のだろうかなと。いろんな形で協力はしてい

ただいておりますけれども、その辺が、何と

いいますか、目に見えないといいますか、や

っぱりこのＪＲの違った意味での支援が、私

は一番存続に向けては大事なことであろうと

いうふうに思っております。 

 この決算概要を見ていただくと、皆さん方

は心配されると思いますけれども、古木社長

が、どういった方向づけで黒字へ転換――頑

張るぞという意欲のあらわれだと思いますけ

れども、そういったことも含めて、今後もよ

ろしくお願いしたいというふうに思っており

ますので。要望としておきます。 
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○森浩二委員長 ほかに。 

 

○田代国広副委員長 市町村合併についてち

ょっとお尋ねしたいと思います。 

 念願でありました熊本市が政令指定都市に

なることは大変喜ばしいことありますけれど

も、他の市町村合併の功罪ですね。功罪があ

ると思いますが、市町村合併における功罪に

ついてはどのような受けとめ方をされていま

すか。 

 

○楢木野市町村総室長 その件につきまして

は、今議会でも代表質問でも御質問いただい

たところですけれども、一番あれなのは、功

の方といいますと、やはり今全国を見てみま

すと、いわゆる事務を担う人材が非常に足ら

ないところが多いということで、その点につ

きましては、組織上、そういう組織の強化が

できて、それを担うようなきちんとした体制

ができてきたというのが一つのメリットだろ

うと思います。 

 ただ、罪の方でいいますと、これは知事答

弁でも申し上げましたけれども、たまたまで

すけれども、三位一体の改革がかぶってきま

して、余りメリットがないというような話、

それからまた田舎の方でいいますと、地域の

コミュニケーションがかなりその辺で損なわ

れている部分があるんじゃないかというよう

なところの批判もございまして、それにつき

ましては、知事も申し上げましたけれども、

今後、デメリットをより少なくして、メリッ

トをもたらすというようなことで、我々の方

も、いろいろ合併市町村については、それか

ら合併した市町村についても、支援をしてま

いらなくちゃならないということで今考えて

おります。 

 

○田代国広副委員長 県は推進の立場ですか

ら、そういった考えはお持ちだと思います。

合併の功について、優秀な人材が発掘、発掘

といいますか、育成されるという状況がある

とおっしゃって、意外な感じがいたしており

ます。 

 まず、私が感じた合併の功というのは、要

するに財政の建て直しといいますか、いわゆ

る合併することによって首長さんとか、議員

さんとか、職員さんあたりの削減ができるわ

けですから、そういった財源的なものが割と

合併によって有利になると申しますか、強く

なるというんですか、そういった部分が功だ

と思っとったんですよ。 

 ところが、それが功じゃないということが

わかってきたのが、最近、地方の活性化がよ

く言われますね。地方が活性化しないと日本

の発展につながらないんだと。結局、合併す

ることによって、例えば、首長なり、議員な

り、職員が減るということは、その地域の経

済を弱体化させるわけですよね。今までそこ

に落ちとったお金があるわけですから、それ

が減ることによってなくなるわけですから、

ですから私は、今の段階では、余り市町村合

併は積極的に感じないんですよ。 

 実は、もともと私は、市町村合併の積極的

な推進論者でした。10数年前、まだ合併があ

る前に、大津市町の合併の構想を打ち上げ

て、やったんですけれども、最近どうも農村

が疲弊化してくると、ますます合併すること

によって田舎が疲弊していきはしないかなと

いう、大変そういった心配をいたします。 

 したがって、最近、珍しい発想と申します

か、明治維新によって廃藩置県になったわけ

ですけれども、ある学者は、廃県置藩を今言

っている方がおられますね。全く逆行する話

です、この市町村合併と。全国に300の藩を

置けるとおっしゃっている。それが要するに

地方が活性化する策だという発想なんです。

それが是か否かは別として、今後合併を推進

していく県におかれましても、やっぱり合併

することによって、末端の地域が疲弊するよ

うなことは絶対避けていかなければならぬと
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いうふうなことで、そういった点にも十分配

慮しながら合併を推進すると同時に、合併し

た地域についても、そういった目線で今後し

っかりと臨んでいただきたいというふうにお

願いしておきます。 

 

○森浩二委員長 もう12時半になりますが、

休憩はいいですか、このまま。 

 

○大西一史委員 もうあれですから、後はな

いのであれば、続けてどうぞ。 

 

○森浩二委員長 では、この報告について質

疑はないですか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 なければ、その他で質疑は

ありますか。 

 

○鬼海洋一委員 総合政策局にお願いをいた

しましたけれども、昨年の12月議会で、総合

政策局そのものの位置づけということについ

ても質問をいたしました。さまざまの企画振

興部の部局間の総合調整機能だとか、秘書機

能だとか、広報広聴機能だとか、あるいは企

画機能、こういうものが今集中をして総合政

策局ができているというふうに思います。 

 実は、今回、中央でも国家戦力室というの

ができまして、菅さんがその室長に今就任を

されているようですけれども、これはもう言

うまでもなく、縦型の構造になっている今の

行政組織を戦略に基づく動きにしていこう

と、これが最大のねらいだったというふうに

思うんですね。これはもう国も県も変わるわ

けではありませんし、特に総合政策局の権限

を強化する中で、各部局間にまたがってやら

なきゃならないトータル課題については、も

っと鮮明に打ち出していく必要があるんじゃ

ないかというふうに思っておりますので、さ

っき申し上げたようなことはその中の一つで

ありますから、意見として申し上げたいとい

うふうに思います。 

 ちょっと質問したいことは、今回、小宮部

長から坂本部長におかわりになられました。

国から相当多くの方々が県の方にもおいでい

ただいているというふうに思います。あるい

は逆にまた、市町村からここに来て、そして

県からまた市町村に派遣をされるという、こ

ういう人材の交流もあっているというふうに

思いますが、今何人ぐらい国から県にお越し

いただいているんでしょうか。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。 

 現在、国から県には、課長級以上で10名の

方がおいでいただいておるところでございま

す。 

 

○鬼海洋一委員 しかも、その10名の中で、

主要なポストにおつきいただいているという

ふうに思います。副知事もそうですよね。あ

るいは地域振興部長もそうだと思います。 

 そこで、総務部長にお伺いしたいと思いま

すが、国からおいでいただいている方々に、

どういう期待を持って――そういう数そのも

のについては、ほとんどこの数年変わらない

というふうに思いますけれども、期待をかけ

ていらっしゃるのか、その辺をお聞かせいた

だきたいと思います。 

 

○松山総務部長 交流で国から県の方におい

でいただいておりますけれども、期待という

ことで御質問がございましたけれども、やは

り国の方で培われた高い見識、それともう一

つは、情報といいますか、国とのパイプがご

ざいますので、本県に有利になるようないろ

んな情報を持ってきていただく、そういった

ことも含めまして大いに期待をいたしておる

ところでございます。 

 

○鬼海洋一委員 国の方では、これはもう県

と全く一緒というわけにはまいりませんけれ
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ども、特に官僚支配から脱却するということ

で、政治主導の国の体制になってまいりまし

た。 

 今後、この体制の中で、さまざまな行政運

営でどういう影響、どういう新たな仕組みが

出てくるかわかりませんけれども、その意味

では、新しい政府にかわりまして、かなり、

例えば原口総務大臣あたり言っておられます

ように、今後国と地方の仕組みが変わると。

例えば予算等についても、一括交付金で、そ

の中で市町村の権限を高めて、地方の権限が

具体的に高まっていくような、もちろん事務

等に対する権限移譲等についても、相当多く

出てくるというふうに想定されると思うんで

すが、これまで進められてきた人事のあり方

と今後の展開の中で、どういうふうにお考え

なのかということについて、もし考えがあれ

ばお聞かせいただきたいと思います。 

 

○松山総務部長 今、直ちに人事に対する考

えということは、ちょっと申し上げることは

できませんけれども、確かにいろんな意味で

大きな変化がこれから生じてくるということ

は予測できますので、いろいろ情報をとりな

がら、その辺は十分臨機応変に考えながら、

組織体制も含めまして、人事も含めまして、

きちっと対応していかなきゃいけないという

ふうに考えております。 

 

○鬼海洋一委員 かつてさまざまな機構改革

がなされてまいりました。例えば、先ほど申

し上げましたように、総合政策局というの

は、調整局から政策局に変わりました。ずっ

と以前は企画開発部というのがありました。

企画開発部で、そこの中でさまざまの全体的

な熊本県の、いわゆる今で言う県土デザイ

ン、将来の方向性を示した中で、そして各部

局間にわたっても一定の影響力行使ができる

ような、そういう権限を持っていたんじゃな

いか。 

 私は、昭和62年に議会に初めて入りまし

た。その当時の企画開発部というのは、そう

いう状況でありました。だんだんだんだん変

わってきて、総合調整局になる、そして総合

政策局に変わる。ある意味では、かつて持っ

ていた企画開発部の機能というのが、今総合

政策局の方に、文字ずらで見る限りにおいて

は移っているんじゃないかというふうに思っ

ています。どうかということについては、後

で御指摘いただきますといいというふうに思

うんです。 

 そうすると、国から来れられた方々も、そ

の場面場面において、相当重要なポジション

を持たれながら県の方に来られているという

ふうに思うんですよね。前回、これは私の私

見ですけれども、小宮さんが地域振興部長で

おられました。仕事は大体何をさすとて、せ

っかく国から来とらすとにというような思い

も、個人的私見としてないわけではありませ

んでした。ですから、国からこの熊本県に出

向いただいている方々のその役どころ、それ

からポスト、なすべき期待、こういうものと

一体感がなければ、総合的な人事政策になっ

ていかないのではないかというふうに思って

います。 

 国家戦略、国の室ができましたから、私自

身がそう思ってきたことが、国としてはそう

いうぐあいに機構が変わったなというふうに

思いながら、じゃあこれまで進めてきた熊本

県の機構とそういう人との関係についても、

ある意味でこの辺でもう一回議論してみる必

要があるんじゃないかというふうに思いまし

たので、なかなか難しい人の関係もあります

から言いづらい話ではありますけれども、あ

えて問題提起をさせていただきました。何か

御意見があればお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 

○松山総務部長 今御指摘いただきましたけ

れども、組織もそうでございますけれども、
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やはり時代の要請とか、いろんな流れの中で

組織というのは変えていく必要もあります

し、変わっていくものでもあるというふうに

思います。 

 またもう一つは、どういった組織体制でや

るのかというのは、トップの考えとか、そう

いったこともございます。そういったことも

含めまして、いろいろ今にわかにどういう方

向ということは申し上げることはできません

けれども、やはりこれは常にふだんあるべき

姿を目指しながら組織は考えていかなきゃい

けないと思いますし、それに伴う人事も同様

でございます。そういうことで、今後しっか

り検討してまいりたいと思います。 

 

○鬼海洋一委員 最後に、重複する話であり

ますけれども、ぜひ総合政策局に一定の権力

的権限と言っては言い過ぎかもしれませんけ

れども、そういう役割を担っていただきまし

て、各部についても影響力行使ができるよう

な状況をおつくりいただきますように、これ

は私の私見として、一つの検討の素材に加え

ていただくようにお願いしておきたいと思い

ます。 

 

○中村博生委員 今思い出したものだけん、

遅うなりついでと言っては御無礼ですけれど

も、滞納税の徴収についてですけれども、こ

れは地方税、市町村関係になると思います

が、例えば固定資産税の滞納者に対すること

で、県に相談とかいろんな対応を言ってこら

れる部分が大変あるかと思いますけれども、

それに対する職員、専門的におられると思い

ますが、職務範囲といいますか、どういった

ところまで立ち入ったことができるのか、そ

の辺がわかれば教えていただきたいなと思い

ますが。 

 

○佐藤税務課長 そこにつきましては、何か

今御関心を持っていただいているもとのとこ

ろはちょっとわからないんですけれども、私

たちの方は、国税徴収法の例によるという形

の中で、必要に応じて滞納者の方の滞納を解

決するために取り組みをしております。厳し

いものでは、捜索とか、あるいは預金とか、

あるいは財産の調査から差し押さえまでと

か、いろんなことができるようになっており

まして、国税に倣った形で今やっているとこ

ろでありますけれども…… 

 

○中村博生委員 その担当職員には、捜査権

というのもあるわけ。与えられとるわけ。 

 

○佐藤税務課長 徴税吏員という名前になっ

ていますけれども、その徴税吏員証を持って

いる職員は、国に準じたような権限を持って

おりまして、税金の滞納を解決するために与

えられた権限はかなりございます。 

 

○中村博生委員 ならば、家に行って、令状

とかをもちろん持っていってから捜索するよ

うな状況になるわけですか。 

 

○佐藤税務課長 もともとが課税とかが起こ

っておりますから、そして、その方々には、

督促状とか、催告状とか、未払いのものがあ

りますよというお知らせをしておりますの

で、改めてその令状とかはありませんけれど

も、通常は、最初にそのおうちにお伺いした

りすれば、ちゃんと理由を御説明して、御納

得いただいた上でそういう手続を、捜索なり

調査を行っていったりしているというふうに

思っております。 

 

○中村博生委員 それは県の関する部分であ

るわけと思いますけれども、私が言いたいの

は、市町村にやっぱり納税課とかあるじゃな

いですか。市町村にも、そういった権限を持

っている職員がいるわけなんですか。 
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○佐藤税務課長 市町村の場合も、国税徴収

法の例によるということで同じですので、県

と同様に、同じような権限を持っておりま

す。 

 

○中村博生委員 その職員で、何人ぐらいそ

ういったあれを持っているのはいるんです

か。県の職員ですよ、市町村じゃなくて。 

 

○佐藤税務課長 ちょっとお待ちください。 

 

○中村博生委員 後でいいです。 

 

○佐藤税務課長 済みません、人数だけでし

たら、おおむね100名ちょっとぐらいが収税

の仕事をしております。課税も100名ちょっ

とですけれども。ですから、今ちょっと概数

で申し上げましたけれども。 

 

○中村博生委員 だから、100名が全部それ

を持っているわけ。 

 

○佐藤税務課長 はい。 

 

○中村博生委員 わかりました。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、陳情等が５件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

  午後０時45分閉会 
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